
 
 
 
 
 

神戸市環境影響評価マニュアル 
 

〔 植物・動物・生態系編 〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年３月 
 
 

神 戸 市 環 境 局 
 
 
  



 

 

はじめに 
 

本市では、平成 25 年４月に神戸市環境影響評価等に関する条例（以下、「市アセス条例」とい

う。）を改正し、生物多様性保全の観点から、対象事業の面積要件を引き下げる改定を行った。 
生物多様性保全に関しては、生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）に基づく「生物多様

性国家戦略 2012-2020」が平成 24 年に閣議決定され、本市においても、同法第 13 条に基づく生

物多様性地域戦略として「生物多様性 神戸プラン 2020」（平成 23 年２月）を定めているほか、

「神戸版レッドデータ 2010」（平成 22 年８月）を取りまとめ公表する等、計画的に生物多様性に

係る施策を推進しているところである。 
 
本マニュアルは、「環境影響評価マニュアル（案）－植物・動物編－（平成 3 年 3 月）」、「自然

環境アセスメントマニュアル（平成 9 年 4 月）」及び「神戸市鳥類保全対策指針（平成 11 年 4 月）」

の内容について、現時点での科学的・技術的知見を踏まえて更新・統合し、環境影響評価対象事

業を実施する事業者が検討または実施すべき措置について一定の基準を示したものである。また、

本マニュアルは、「生物多様性 神戸プラン 2020」の重点施策である「生物多様性保全対策指針」

としての役割も担っており、環境影響評価の対象となる規模に満たない事業を実施する事業者に

おいても、植物・動物・生態系に関する自主的な措置を講じるための参考資料として活用するこ

とが望まれる。 
 
一方、植物・動物については、その生理・生態や詳しい分布状況等に関して不明確な点が見受

けられる場合があることから、環境影響評価の実施にあたっては、本マニュアルを参考としなが

らも、さらに最新の情報を整理・評価したうえで、開発事業等の種類、規模及び地域環境の特性

等を勘案して行う必要がある。 
 
本マニュアルについては、今後の新たな知見及び環境影響評価の実例の積み重ねにより、適宜、

適切な検討を行い、必要に応じ改訂することとしている。 
 
なお、環境影響評価手続の詳細（手続の進め方、各図書に記載すべき事項等）については、「神

戸市環境影響評価等技術指針マニュアル（平成 26 年 6 月）」に示しており、環境影響評価手続の

実施にあたっては、当該マニュアルを活用されたい。 
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1．全般的事項 

1.1 植物・動物に関する基本的事項 
 植物・動物の分類 
分類の概念と方法 
植物・動物の分類における基本単位は「種」である。種は「外形、構造、生理的・生

態学的特質等が類似しており、お互いに交配して子孫を残すことができるような個体の

一群」ととらえられる。現在の分類学、系統学では、生物は種を基準として生物進化の

道すじに沿って系統的に整理されており、種の上には順に「属」、「科」、「目」、「綱」、

「門」、「界」という分類階級が置かれている。界が分類階級の最上位であり、生物は

大きく植物界、動物界に分けられている。 
これらの分類階級は、必要に応じて「亜門」、「亜綱」のように細分されることもあ

る。また、形質の相違が明らかな場合には、種の下に「亜種」、「変種」、「品種」が

設けられることもある。なお、日常的に用いられている「類」は単に一つのまとまりを

示す言葉にすぎず、分類学上の用語ではない。 
生物の種名は、一定の規約のもとに作られた学名により世界共通のものとなっている。

学名は属名、種小名から成っており、この 2 つが揃って種名となる。例えば、アジサイ、

イノシシの学名は表 1-1 に示すように表示される。 

表 1-1 種名の表示の例 

和名 
学 名 

属 名 種 小 名 
アジサイ Hydrangea macrophylla 
イノシシ Sus scrofa 

 
また、亜種等の学名は種の学名の後にその特徴を表わす語を加えて表現される。その

例は次のとおりである。 
ゲンノショウコ       Geranium nepalense subsp. Thunbergii (亜種) 
リンドウ           Gentiana scabra var.buergeri         (変種) 
ケナシベニバナヤマシャクヤク Paeōnia obovata form.glabra          (品種) 
ミヤコツツジ         Rhododendron × tectum           (雑種) 

なお、和名は学名に対する日本名であり、ひとつの種に多くの和名がある場合が多い

ため、植物・動物リストを作成する際は、学名を併記する。 
一般に学術的に学名が使用される場合は、種小名等に続けて命名者名が記載されるが、

環境影響評価に係る書案に記載する植物・動物リストでは、この学名の命名者名を省略

してもよい。 
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植物・動物の系統と分類 
「平成 20 年版環境/循環型社会白書」(環境省)によると、現在、全世界の既知の生物

総種数は約 175 万種で、未確認種を含めると地球上の総種数は 500 万種から 3000 万種

とされる。これらは最も原始的な単細胞生物から最も進化した種子植物、脊椎動物まで

系統的に分類されている1。 
これらのうち、高等植物として一般的に取扱われているシダ植物、種子植物は表 1-2

に示すように細分類されている。植物リストの作成にあたっては、これらの後に科名、

種名(または亜種名等)を示すのが一般的である。 
また、脊椎動物は表 1-3 に示すように細分類されている。動物リストの作成にあたっ

ては、植物の場合と異なり、綱ごとに目名、科名、種名(または亜種名等)を示すのが一

般的である。 
 

表 1-2 高等植物の分類 

門 亜門 綱 亜  綱 
シダ植物 (スギナ、ゼンマイ、ワラビ等) 
種子植物 裸子植物 (マツ、スギ、ヒノキ等) 

被子植物 単子葉植物 (イネ、ユリ、ラン等) 

双 子 葉 植 物 
離弁花植物(コナラ、サクラ、アブラナ等) 
合弁花植物(ツツジ、リンドウ、キク等) 

 

表 1-3 脊椎動物の分類 

門 綱 目 

脊
椎
動
物 

哺乳 サル目、ウサギ目、ネズミ目、ネコ目、ウシ目等 
鳥 カモ目、タカ目、ツル目、ハト目、スズメ目等 

爬虫 カメ目、トカゲ目、ワニ目等 
両生 カエル目、サンショウウオ目等 
昆虫 トンボ目、バッタ目、カメムシ目、チョウ目、コウチュウ目等 
魚 ヤツメウナギ目、サメ目、ニシン目、コイ目、スズキ目等 

 
 

  
                                                   
1 ひとつの地域に存在する植物、動物の全種類をそれぞれ「植物相(フロラ)」、「動物相(ファウ

ナ)」という。 
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植物群落の分類 
ある地域に生育している植物の集団を植物群落という。植物群落を質的にみると気候、

地形、土壌等の自然的条件や人為的条件の違いにより、それぞれ独自の組成を有してい

るが、離れた地域であっても同様の立地条件には同様の植物群落が成立している。この

ような環境に対応した植物のまとまりを一つの社会としてとらえ、決められた標徴種1

あるいは識別種2及び生育環境を持った群落を「群集」という。 
群集は、植物社会学的群落分類3における基本単位である。また、同じ群集であって

も構成種の相違により、さらに「亜群集」、「変群集」等に細分類される場合がある。

なお、同様な植物のまとまりであっても、組成的に現段階では群集としての区分が困難

なものについては、単に「群落」として表現されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                               

 
1 2 ある群集に特有に出現する種で、他の群集にほとんど出現しない種を「標徴種」という。「識

別種」は他の群集にも出現するが、ある群集に偏って出現する種で、他の群集との区別に使われ

る種。群集よりも下位の単位では識別種しか持たない。 

標徴種の例：モチツツジ-アカマツ群集におけるナツフジやアベマキ 

識別種の例：コナラ群集におけるコナラやミツバウツギ 

 
3 植物群落の種組成や構造を明らかにし、それに基づいて群落を識別し、その分類体系をつくる

こと。植物社会学は Zürich-Montpellier 学派によって確立されたものである。なお、現在のところ、

動物群集あるいは生物群集についての分類は行われていない。 
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 植物・動物と生育環境 
生物と環境 
生物界は極めて多数の種から成り立っているが、これらの個々の種はその生育・生息

環境を形成している気候、水、土壌等の影響を受けるとともに、生物相互の間でも食物

連鎖、競争、相互依存等の有機的かつ密接な関係で結ばれており、これらが相互に影響

を及ぼし合うことによって自然界の絶妙なバランスが保たれている。 
生物を取巻く環境を構成する要因は、表 1-4 に示すように整理される。 
例えば、植物の開花、結実、落葉等や動物の季節形1、季節移動2、冬眠等のような生

物の季節に応じた周期的な変化は、光、温度等の気候的要因が作用することにより、も

たらされている。生物はこのように環境から作用を受けて生活しているが、一方、その

環境に影響を与え、これを変化させる3。このような作用は、一般に生物が集団を作っ

たときに強く現われる。 

表 1-4 生物を取巻く環境の構成要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                   
1 季節によって動物の形態や体色が変化すること。 
2 鳥類の渡りや魚類の回遊等、温度変化や食物の不足が原因となって起こる移動。 
3 生物の呼吸による CO2の発生、排泄物の発生に伴う悪臭やメタン、亜酸化窒素等の発生などが

挙げられる。 

 

環境

非生物的環境

（無機的環境）

生物的環境

（有機的環境）

物理的要因

化学的要因

同種生物

異種生物

人間の活動

気候的要因(光、温度、湿度、気圧など)

地形的要因(地表面の構造)

水、土壌、大気の化学的組成など

種内関係 （社会的関係）

種間関係 (捕食、寄生、共生関係など)

環境の改変 (新たな環境の形成)
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食物連鎖と生態系 
植物は、太陽エネルギー、水、CO2から光合成により有機物を作り出す生産者であり、

動物は、直接的または間接的に植物の物質生産に依存して生活する消費者である。その

うち、植物を直接食べる草食動物は一次の消費者であり、草食動物を食べる肉食動物は

二次の消費者である。同様に三次、四次の高次消費者が存在し、このような関係を「食

物連鎖」という。 
一方、落葉や枯れ枝、動物の排泄物や死骸等は土壌動物によって食べられ、その糞は

細菌等の微生物によって分解、無機化され最終的には CO2と無機物となる。このような

土壌動物や微生物は分解者と呼ばれる。 
以上のように生産者、消費者、分解者から成る生物群とそれを取り巻く光、空気、水、

土等の非生物的環境を併せて「生態系」と呼んでいる。生態系におけるピラミッドを図 
1-1 に示す。 

 
 
 
 

 
 

 

図 1-1 生態系ピラミッド 

 
植物群落の遷移と平衡 
何らかの原因で裸地ができた場合、やがて植物が侵入して、まず、草原ができ、次に

陽樹1が伸びて森林となり、最終的には陰樹2の優占する森林となる。陰樹の芽生えは、

暗い森林下層でも生育できるので、この森林は長期間存続する。このような安定した群

落を「極相」と呼び、これに達するまでの時間的な群落の変遷を「遷移」という。 
極相に達した植物群落は、生産と消費の量のつりあった安定した生態系を形成してい

る3。このことを自然の「動的平衡」という。 
  
                                                   
1 日当たりのよい所を好んで生育する樹木。アカマツ、クロマツ、コナラ等。 
2 幼時は強光の害を受けやすいが、ある程度成長した後は、明るいほど成長が良い樹木。ブナ、

シイ等。 
3 極相林になると植物種は減少するため、極相林になる直前の状態が植物・動物の多様性が高い

時期といえる。 

高次消費者

二次消費者

大型哺乳類
猛禽類など

小型哺乳類・鳥類など

昆虫類など

植物

一次消費者

生産者
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 植物・動物と人間のかかわり 
生態系に対する人為的影響 
我が国の風土では、その基礎となる植生は概ね森林であるが、それは全国均一のもの

ではなく、北と南あるいは平地と高山等といったような立地条件により、その構成は

徐々に変化しており、その結果、多様な森林をみることができる。 
このような森林は、多くの動物にとって採餌や休息の場あるいは繁殖の場を与えてく

れる環境として重要であり、最も複雑な動物相を呈する環境であるといえる。しかし、

森林に過度に人の手が加わり、人為的環境が極めて優位になると、植生は単純化し、本

来そこに生育していた植物・動物は駆逐され、やがてはそのような環境に適応した限ら

れた植物・動物のみによって構成される単純な生物相を呈するようになる。 
生態系は森林の他にも草原、湿地、干潟、河川、池沼、海といった環境の違いにより、

それぞれ異なった独自の植物・動物の相互関係から成り立っているが、いずれの環境に

おいても過度の人為的影響は、その環境に成立している生態系に悪影響を与え、多様性

の低下、生物相の単純化をもたらす。 
 

自然植生と代償植生 
植物群落は人為的影響等の有無の観点から、自然植生と代償植生に区分される。 
自然植生とは、人為や自然災害等の影響を受けず、自然のままに生育し、それ以上大

きく変化することのない植生(極相)を指し、高山の風衝草原やシラビソ等の針葉樹林及

びブナ等の落葉樹林、砂浜や岩壁の植生、スダジイ等の常緑樹林等が含まれる。また、

代償植生とは人為や自然災害等によって、立地本来の自然植生が別の植生に置き換わっ

たものをいう1。 
代償植生がそのまま放置されると、近畿地方の低標高地では遷移により一般に、スダ

ジイ、タブノキ等が優占する自然植生が形成される。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                   
1 人為の影響により、自然林が破壊された後に二次的に生育している林を「二次林」という。 
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自然環境の保全 
森林に代表されるまとまった緑や河川、干潟等の自然環境は、植物・動物の生育・生

息の場として重要であるばかりでなく、物資生産、国土保全、快適環境形成、レクリエ

ーションの場等、人間に対する様々の有用な機能を持っている。また、植物・動物を含

めた自然環境は自然学習、環境教育の場としても重要である。 
一方、野生生物の減少は地球温暖化等とともに地球的規模の環境問題としてとらえら

れており、絶滅に瀕する種の保全(人為的に種を絶滅させないこと)は、現在では遺伝子

資源の保全という面からも重要な意味を持っている。 
「自然環境保全法」(昭和 47 年 6 月 22 日 法律第 85 号 最終改正：平成 26 年 6 月

13 日法律第 69 号)は、基本理念として「自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文

化的な生活に欠くことのできないものであることに鑑み、広く国民がその恵沢を享受す

るとともに、将来の国民に自然環境を継承することができるよう適正に行われなければ

ならない。」と定めており、この法律に基づいて環境省(旧環境庁)では昭和 48 年度から

概ね 5 年ごとに「自然環境保全基礎調査」(緑の国勢調査)を実施している。 
また、環境省では、昭和 61 年度より「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」

を行い、その結果を踏まえて平成 3 年に、環境省版レッドデータブック「日本の絶滅の

おそれのある野生生物－脊椎動物編」及び「日本の絶滅のおそれのある野生生物－無脊

椎動物編」を作成した。現在、環境省レッドデータブック 2014 として「哺乳類」「鳥

類」「爬虫類・両生類」「貝類」「その他無脊椎動物」の作成、環境省のレッドリスト

「汽水・淡水魚類」「植物Ⅰ（維管束植物）」「植物Ⅱ(維管束植物以外)」の編纂が進

められている。 
兵庫県では、2003 年に「兵庫県版レッドデータブック 2003 改訂・兵庫の貴重な自

然」(2003 年 兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課)を取りまとめ、公表しており、

2010 年以降見直しを重ね、更新したレッドリストを公表している。また、市において

は、「神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010-」(2010 年 8 月 市環境局環

境創造部環境評価共生推進室)を取りまとめ、公表している。 
 
本マニュアルでは、これらの文献等に記載のある希少種や重要な種等について、これ

らを含む広い定義として「貴重種等」と呼ぶこととする。 
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1.2 植物・動物・生態系に係る指定等の状況 

植物・動物の保護、保全のために法律、条例等による地域・地区指定が行われている。

これらの指定地域・地区は、自然環境全般が保全対象となっているもの、主として緑地、

樹林、樹木が保全対象となっているもの、動物に対する保全が行われているもの、開発行

為等が抑制されることにより間接的に植物・動物が保全されるものに大別される。 
市域の自然環境の保全に係る区域等の指定状況は、表 1-5 に示すとおりである。 
また、種を対象とした指定として、「文化財保護法」による天然記念物1、「自然公園

法」によって採取を規制されている植物2、「絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に

関する法律」による動植物種3等がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                   
1 動物に係る天然記念物のうち、地域を定めず指定されたもののなかで市域に生息しているもの

としてはオオサンショウウオ(特別天然記念物)がある。 

 
2 市域では、瀬戸内海国立公園の指定植物(昭和 55 年環境告示第 23 号)が該当する。 

 
3 現在、国内希少野生動植物種として、イヌワシ、オオタカ、クマタカ、イリオモテヤマネコ、

アベサンショウウオ、レブンアツモリソウ等 89 の種または亜種が指定されている。 
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表 1-5 市域の自然環境の保全に係る区域等の指定状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：「生物多様性 神戸プラン 2020～生きものと共生する国際都市をめざして」 
(平成 23 年 2 月 神戸市)に一部加筆。 

平成 16 年度(2004 年度)現在 
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1.3 植物・動物・生態系に係る環境影響評価の実施方法 

 環境影響評価の実施手順 
市アセス条例の手続は、「事前配慮書手続」「環境影響評価実施計画書手続」「環境影

響評価書案手続」「環境影響評価書手続」及び「事後調査手続」の 5 つの段階に分けられ

る。これらの手続きの実施手順及び植物・動物・生態系に係る配慮事項等については、図 
1-2 に示すとおりである。 

植物・動物・生態系を環境影響評価の対象とするかどうかは、植物・動物・生態系に影

響を及ぼす行為等の有無及び影響を受ける植物・動物・生態系の有無を勘案して決定する。 
植物・動物・生態系に影響を及ぼす行為等としては、樹林の伐採、地形の改変、水面の

埋立、河川の改修等の直接的なものと施設の存在、気体・液体・エネルギー等の排出等の

間接的なものがある。一般的に考えられる行為等と、これが植物・動物・生態系に及ぼす

影響の例を表 1-6 に示す。 
現況調査 
現況調査は、事業実施区域及びその周辺地域の植物・動物・生態系の現況の把握と予

測・評価のための基礎資料を得ることを目的とするものであり、調査は予備的な現地踏

査、既存資料調査、現地調査に区分される。なお、これらの調査の結果、より詳細な現

地調査が必要となる場合もあることに留意する。 
予測 
予測は、現況調査結果から直接的影響及び間接的影響の内容、範囲、程度等を事業計

画に基づいて明らかにするものであり、できる限り定量的に行わなければならない。 
評価 
評価は、予測及び環境保全措置の検討の結果、環境への影響が回避・低減され、また

環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討・判断することにより

行うもので、環境影響評価の結論と呼ぶべきものである。評価の結果、環境保全につい

ての配慮が適切に行われていない場合は、再度、予測及び環境保全措置の検討を行った

うえで評価を行う。 
なお、植物・動物・生態系への影響を回避するためには大幅な計画変更の必要が生じ

る場合もあるため、特に事前配慮書段階において、環境への影響の回避・低減措置を検

討しておく必要がある。 
 

 
 
 
 

  

現況調査・予測・評価は、各手続段階で計画の熟度に応じて行う。このうち、評価書案

段階の現況調査・予測・評価については、実施計画書手続を経て確定した調査項目・内

容に基づいて実施するものとする。 
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図 1-2 植物・動物・生態系に係る環境影響評価の技術的手順 

 
  

【段階】 【事業者のすべき基本的事項】 【植物・動物・生態系への配慮事項】

事後調査手続

計
画
の
立
案
段
階

環
境
影
響
評
価
段
階

実
施
段
階

●計画の立案段階、環境影響評価段階に
策定した環境保全措置の実施
●事後調査計画書に基づく事後調査の実
施
●環境保全措置の追加等の検討及び実施
(事後調査の結果により対象事業に起因し
て環境に悪影響が生じていることが明らか
となった場合)

工事中及び供用後の環境の状況の
調査及び環境保全措置の結果をとり
まとめ、図書を作成する。

工事着手

【手続き】

●既存文献調査による植物・動物の生育・
生息状況の把握
●環境への影響を回避し、又は低減するこ
とを中心とした環境保全措置の検討
●事業実施区域の位置、規模の選定の際
の環境保全措置の検討
●事業実施区域及びその周囲における広
域的な視野に立った環境保全措置の検討

●現状調査・予測及び評価の結果を踏まえ
た建造物等の構造・配置に関する環境保
全措置の検討、工事の方法等に関する環
境保全措置の検討
●事後調査の実施項目及び実施内容等の
検討

事業計画の概略的な予測、比較検
討、課題の抽出等を行うとともに、重
視する環境保全措置の考え方など
をまとめ、図書を作成する。
また、右の配慮事項を予め事業計画
に反映させることが重要である。

事前配慮の結果を踏まえ、事業計
画概要、環境の状況の調査及び環
境への影響の予測・評価の方法な
どをまとめ、図書を作成する。

環境の状況の調査結果、環境への
影響を予測・評価した結果、環境保
全措置などをまとめ、図書を作成す
る。

市長の意見を踏まえて、事業計画や
環境保全措置を再検討し、修正した
図書を作成する。

事業計画の決定

環境調査・予測・評価

事前配慮手続

環境影響評価
実施計画書手続

環境影響評価案
手続

環境影響評価
手続
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表 1-6 一般的に考えられる行為等と植物・動物・生態系に及ぼす影響の例 

         分類 

   行為 

植 物 動 物 生態系 

陸域 
水域 

陸域 
水域 

陸域 
水域 

淡水域 海域 淡水域 海域 淡水域 海域 

工
事 

樹木の伐採 ●     ●     ●     

埋立て、しゅんせつ   ● ●   ● ●   ● ● 

河川、水路等の改修   ●     ●     ●   

切土工、盛土工等 ● ○   ● ○   ● ○   

建設機械の稼働 ○     ○     ○     

存
在 

道路、鉄道等の存在       ○ ○   ○ ○   

埋立地、防波堤等の存在 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

供
用 

排ガスの排出 ○     ○     ○     

排水の排出   ● ●   ● ●   ● ● 

エネルギー(音、光等)の

排出 
○     ○     ○     

廃棄物の排出 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

揚水、取水   ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

注) ●：生育・生息地やその環境が直接改変される等、影響が及ぶと想定されるもの。 
○：直接的な改変ではないが、当該行為により間接的に影響が及ぶと想定されるもの。 
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 環境影響評価の対象とすべき植物・動物・生態系 
環境影響評価の対象とする植物の種類は、種子植物、シダ植物、蘚苔類、地衣類、藻類、

植物プランクトン等で、動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、甲殻類、

底生動物、土壌動物、動物プランクトン等である。生態系としては上位性、典型性、特殊

性である。 
環境影響評価において対象とすべき生物群を、表 1-7 に示す。実施にあたっては、事業

特性や環境特性を踏まえ、適切に選定する。 
 

表 1-7 環境影響評価の対象とすべき植物・動物・生態系 

区分 生活様式 生物群 

植 

物 

陸 生 
・維管束植物(被子植物・裸子植物・シダ植物) 
・植物群落(植生) 
・蘚苔類  ・地衣類 

水 生 

淡水域 

・維管束植物(浮葉、沈水、浮遊、抽水植物) 
・多細胞藻類 
・付着藻類 
・植物プランクトン 

海 域 
・大型藻類(藻場) 
・種子植物(アマモ等) 
・植物プランクトン 

動 

物 

陸 生 
・哺乳類  ・鳥 類  ・爬虫類  ・両生類 
・昆虫類  ・陸産貝類 
・クモ類  ・土壌動物 

水 生 
淡水域 

・両生類  ・魚 類  ・昆虫類  ・底生動物 
・動物プランクトン(止水域のみ)    ・甲殻類 

海 域 
・魚 類  ・底生動物  ・軟体動物 
・動物プランクトン    ・甲殻類 

生態系 

・上位性（例：猛禽類、大型哺乳類等） 
・典型性（例：摂食等により植生に影響を及ぼす哺乳類等） 
・特殊性（例：貝類では石灰岩地の陸産貝類等） 

これらについては、P.100 で詳しく解説する。 
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2．環境保全措置の検討 

2.1 環境保全措置の検討にあたっての基本的な考え方 
環境保全措置は、環境影響の調査・予測及び評価の結果を基に、影響の回避、低減ある

いは代償を目的として実施するものである。 
このため、事前配慮書、評価書案等の各段階において、計画の熟度や調査・予測及び評

価の精度に応じて検討する必要がある。 
環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響を回避することを優先し、次に低減す

ることを検討する。事業の実施により回避・低減が困難あるいは不可能な場合には、損な

われる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、損なわれる環境要素が持つ環

境の保全の観点からの価値を代償するための措置の検討を行うことを原則とする。 
 
植物・動物に係る環境保全措置は、貴重種等の生育・生息環境に対する悪影響の防止を

目的とするものと、事業実施区域における自然の回復を目的とするものとに区分される。

また、その実施時期から、事業の計画段階で事業計画そのものを見直すものと、事業の実

施段階で防止措置等を講じるものとに区分され、後者はさらに工事の影響を防止するもの

と供用時の影響を防止、代償するものとに分けられる。 
これらの各段階で想定できる環境保全措置を表 2-1 に示す。 
 

表 2-1 事業の各段階で想定できる環境保全措置 

事業段階 環境保全措置の種類 

計画段階 
事業実施区域の位置の変更 
事業規模の縮小 
土地利用計画の変更 等 

工事中 
土砂の流出防止対策 
工法・工程の変更 
貴重種等の移植   等 

供用時 

植物・動物の生育・生息空間の代償 
保全施設の設置 
施設供用計画の変更 
代替機能の創出   等 

 
 
具体的な環境保全措置の検討にあたっては、保全目的に応じた各種の対策について、

個々の対策の効果あるいは対策を組み合わせた時の効果を推定し、さらに、実施上の課題
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等を検討したうえで、事業の各段階で最適のものを選定する必要がある。また、環境保全

措置は、常に事業計画にフィードバックさせながら検討を進めることが重要である。 
 
従来から環境保全措置の検討においては、回避・低減の措置を採用する以前に代償措置

が安易に採用されるケースが散見される。代償措置の代表的なものとして「移植」が挙げ

られるが、環境保全措置検討の優先順位は第 1 に「回避」、第 2 に「低減」であること、

これらが困難あるいは不可能な場合に「代償」とすることを再認識する必要がある。 
なお、「移植」を採用する場合には対象種の移植適否の検討、移植候補地の環境把握及

び環境適否の検討、移植後の事後調査の実施及びその期間が長期間となりやすいこと並び

に生育・生息状況の変化が生じた場合の再度の環境保全措置検討の実施等、注意が必要で

ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○手続や工事が中断または延期された場合 

 
手続や工事が中断または延期された場合、事業が長期または段階的に実施される場合

には、現在生育・生息している貴重種等や、保全措置として実施した移植種等の管理が

疎かになり、生育・生息状況が悪化するおそれがあるため、手続や工事が実施されてい

ない間であっても、継続的な管理やモニタリング調査が必要である。 
 
※なお、「中断または延期」には、土地取得後、環境影響評価手続開始前後及び着工

前後における中断又は延期が含まれることに十分留意する。 
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2.2 環境保全措置の例 
計画段階の環境保全措置 
 事業実施区域の位置の変更 

改変区域に貴重種等が確認された場合には、事業実施区域の位置の変更により、貴重

種等の生育環境を改変しないようにすることが最も望ましい。大幅な変更が困難な場合

は、貴重種等への影響ができる限り小さくなるような方向へ変更する。以下にその考え

方を示す。 
①事業実施区域の位置を貴重種等の現存量あるいは生育密度、立木密度等が相対的に

低い地域へ移動する(図 2-1)。 
②湿地等の特殊な地域の改変を避け、日照、微気象、水象の変化や土砂の落下等が生

じにくい地域に変更する。例えば、湿地の水源として特に重要な水系を避け、他の

水系に変更する。(図 2-2)。また、貴重種等の生育地域の南側や風上側、地下水脈

の上流側、斜面上部等は避ける。 
③動物の行動域の単位を分断することを避ける。 
④水生生物については水系の上流側、潮上側の改変を避ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1 事業実施区域の位置の変更例(その１) 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 事業実施区域の位置の変更例(その２) 
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 事業規模の縮小 
事業実施区域の位置の変更が困難な場合でも、事業規模の縮小によって影響を回避で

きる場合がある。回避の考え方については a．事業実施区域の位置の変更と同様である。 
 

 土地利用計画の変更 
事業実施区域の位置の変更、事業規模の縮小が困難な場合でも、土地利用計画の変更

によって貴重種等を保全できる場合がある(図 2-3)。回避の考え方については a．事業

実施区域の位置の変更と同様であるが、人の踏込みもできる限り避ける必要があること

から、通常は保存緑地に計画を変更する。 
緑地のもつ機能は多様であり、植物・動物に対する保全機能としても十分考慮すべき

ものである。例えば、植物では植生の改変等に伴う微気象の変化から貴重種等を保護す

るために緑地のもつ気象緩和機能を利用する。動物では夜間照明や騒音、人の接近等の

影響を緩和するための緩衝帯として緑地を利用する。このように緑地の確保は植物・動

物に共通した環境保全措置として極めて重要な手法の一つである。 
また、緑地には一時低下した自然環境の機能を代償したり、植物・動物の新たな生育

環境を創造する等他には見られない特殊な機能もあり、今後さらに積極的な導入が望ま

しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3 土地利用計画の変更例 
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工事中の環境保全措置 
 土砂の流出防止対策 
ア) 土留施設の設置 

改変によって表土の変化が起こると予想される地域内に貴重種等が存在する場合に

は、土捨場等からの土砂の流出防止あるいは保存緑地の斜面上部等での造成工事による

林内への土砂の流入を避けるために土留施設を整備する。 
 

イ) 裸地の被覆等 
工事によってできた裸地からの土砂の飛散、流出を防止するために防水シートや芝等

のグランドカバープラント等を用いて裸地の被覆を行う。被覆する種の選定にあたって

は、有識者等に意見を聴取することが望ましい。 
また、工事用車両が通行する箇所等については、土砂の捲上を防止するために適宜、

散水を実施する。 
 

ウ) 沈砂池の設置 
濁水を防止するため、改変区域内からの雨水排水系統の流末を沈砂池に集める等の対

策を講じる。 
なお、多量の土砂の運搬等、大規模な工事は雨期を避けて実施する等の配慮も必要で

ある。 
 

 工法・工程の変更 
ア) 造成工法の変更 

造成工法の違いによって、植物・動物に対する影響の程度が異なる場合は、工法の変

更を行い、影響の回避、低減を図る。具体例を以下に示す。 
① 保全すべき区域より上部の斜面の切土は、地下水流の切断を起こし易いため、盛

土に変更するか、水流のバイパスを設ける。 
② 保全すべき樹木の樹冠直下まで根系を切取らなければならない場合は、切取り面

の形を変えたり、根系部分を石積工等によって支えて保護する。 
切取り部分は少なくとも樹木の根元直径の6～10倍の直径を確保しなければなら

ない。 
③ ブルドーザ等の重機がぶつかったり、ワイヤーロープ等を巻きつけると樹木は衰 

弱し、枯死してしまうため、こも巻き等をして、損傷から保護する。 
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イ) 踏込み防止施設の設置 
工事の実施に伴って保全すべき区域内への人、機械の踏込みが予想される場合には、

事前にそれを防止する施設を設置し、植物・動物への影響の回避、低減を行う。具体例

を以下に示す。 
① 地表面に土砂をかぶせてしまったり、重機の重みで表土が固められてしまうと、

土壌動物や地表徘徊性の小動物等の死滅をもたらすため、板囲い等をして保全す

べき区域内への踏込みを防止する。 
 
ウ) 工事期、期間の調整 

工事の実施に伴って発生する可能性のある大気汚染物質、水質汚濁物質、衝撃音、光

(照明)、熱等の植物・動物に対する影響を低減するため、工事の時期、期間等を調整す

る必要がある。具体例を以下に示す。 
① 植物・動物にとって、その種の生存等に大きな影響を与えることが予想される開

花期、繁殖期等の時期は工期からはずす。 
② 夜間の作業は、照明等の影響により、特に自然のバランスを崩す危険が大きいた

め、できる限り避ける。 
 

 貴重種等の移植 
事業実施区域内に貴重種等が存在するにもかかわらず、位置の変更等の対策がとれな

いときは、以下の考え方に従って事業実施区域内外の環境適合地に移植する。 
また、移植予定地の選定にあたっては、十分な環境調査が必要である。移植予定地は、

将来にわたって環境が良好であり得るかどうかの見通しが必要であり、事業者による管

理が及ぶ土地内であることが望ましい。 
事後調査実施後において、事業者による管理が終了した場合に、移植種等が放置され

生育状況に大きな変化が生じるおそれがあるため、移植種及び移植予定地の管理体制に

ついては、管理の引き継ぎ等を含め、十分な検討が必要である。 
 

ア) 植 物 
植物個体の移植を行う場合、植物の種類、形状、寸法、数量、現在の生育地と移植候

補地の生育環境等（植生、地形、土壌、水系、水質、日照等が考えられる）を調査した

うえで、移植の難易、移植の時期を検討し、成功の確率が十分見込まれる場合に限り実

行に移す。 
なお、活着が難しいようなものに対しては、生育地またはそれと同様の表土を事前に

移植予定地へ客土する、根廻し後移植する等特別な処置を必要とする場合がある。 
移植計画策定にあたっては、有識者等に意見の聴取等を行い、対象とする個体が移植

に耐えうるか、移植に適しているか等について検討したのちに実施することが望ましい。 
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イ) 動 物 
動物において、貴重種等の移植が可能なものは、両生類・爬虫類、昆虫類等、主に行

動範囲の小さい動物の一部に限られる。移植にあたっての考え方は、植物の場合と同様

であるが、動物の種類、繁殖時期、形状、寸法、数量、現在の生息地と移植候補地の生

息環境等（地形、土壌、水系、水質、日照等が考えられる）を調査したうえで、移植の

難易、移植の時期を検討し、成功の確率が十分見込まれる場合に限り実行に移す。 
移植計画策定にあたっては、有識者等に意見の聴取等を行い、対象とする個体が移植

に耐えうるか、移植に適しているか等について検討したのちに実施することが望ましい。 
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供用時の環境保全措置 

a. 植物・動物の生育・生息環境の代償 
開発事業の実施に伴う人工構造物の設置、植生・地形・水面の改変等によって破壊あ

るいは機能の低下をもたらされた植物・動物の生育・生息環境の代償を行う場合には、

供用時において速やかに植生の育成、維持を行うと同時に、動物の生息に必要な機能の

補充に努める必要がある。また、遷移等による生物相の単純化を防ぐため、その後も適

切な維持管理を続ける必要がある。 
具体例を以下に示す。 
① 新たに林緑部となった所は、林内の乾燥等の影響を低減するために自然林におけ

るマント、ソデ群落に相当する植栽帯を設け、林緑部より少なくとも 10m 程度

は緩衝帯として取扱う(図 2-4) 
② 保存緑地の予定地であっても、植生自然度が低い場所にあっては成木、苗木の補

植を行う。 
③ 単一植栽(純林)は自然のもつ多様な調整機能が弱く、病虫害発生時に大きな被害

を受けたり、共倒れ等の現象が起りやすいため、その土地に植栽可能な郷土種等

の樹木の中からなるべく多様な種を選び配植する。県・市等のブラックリスト種

は原則使用しないこと。 
④ 河川等はコンクリートの三面張り護岸とすることを避け、多自然型川づくりに努

めること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-4 林緑部の植栽の例 
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b. 保全施設の設置 

ア) 排水施設の設置 
改変による水文変化（水の分布や移動の変化）、表土変化が貴重種等に影響を与える

ことが予想される場合には、排水施設を整備し、地下水、地表水の調整を行うと同時に、

表土の保全を図る必要がある。具体例を以下に示す。 
① 林内の側溝や排水路を通る雨水等は、林外に出さず林内の土壌に広く浸透させる。 
② 林緑等に排水溝がある場合は、林側は空石張りや透水管を用いるほか、集雨水桝

を深くして栗石を敷きつめ地下へ浸透させる。 
③ 土壌が過湿状態になると植物の生育に様々な影響を及ぼし、その結果として植生

変化や地形変化が起こる原因となるため、造成により水が溜り易くなった所には、

暗渠や排水溝を設ける。 
なお、排水施設の設置による水文変化により貴重種等への影響が予想される場合

には、浸透性の暗渠や排水溝、後述するような透水性舗装や遊水池等により水文

変化を調整する必要がある。 
 

イ) 透水性舗装 
改変によって水文変化が起こることが予想される地域内に貴重種等が存在し、かつ、

地表面の舗装が必要な場合には、透水性舗装を施し、地下水、地表水の変化の影響を低

減する。 
 

ウ) 遊水池(調整池) 
降雨流出率の変化が、地下水、地表水量の変化を引き起こし、植物・動物に影響を及

ぼすことが予想される場合には、遊水池(調整池)を設置し水文変化を調整する。 
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エ) 移動路 

人工構造物の設置により、動物の生息域の分断が予想される場合には、それぞれの動

物の特性や行動範囲、大きさ等に見合った移動路を設置する必要がある。具体例を以下

に示す。 
① 地表徘徊性の小動物は側溝に落下し、脱出できない例も少なくないため、側溝か

ら道路敷地外に通じる脱出孔を設ける等、側溝の構造に配慮する。（図 2-5） 
② 自然地域を通過する道路等が動物の行動域を分断するような場合には、雨水管渠

等に工夫を加え、動物が行動域内を行き来できるようにする。（図 2-6） 
③ 周辺の開発によって種が孤立することとなる場合、遺伝的劣化が起こるため、周

辺の生育地を結ぶ帯状の移動ルートを残す。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

図 2-5 地上徘徊性小動物に配慮した側溝の例 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-6 動物の移動路の例 
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c. 施設供用計画の変更 

供用後の大気汚染、水質汚濁等により著しい影響を受けると考えられる貴重種等が存

在する場合には、施設の供用計画を変更し、各影響の回避、低減を図る。 
 

d. 代替機能の創出 
開発事業によって貴重種等への影響が予想される場合でも、代替機能を付与すること

で、失われる自然及びその機能の代償が見込まれる場合には、供用時においてその創出

を積極的に行っていく。 
事業実施区域の自然性があまり高くない地域にあっては、積極的な緑化を行い新たな

「緑」を創出することも重要である。具体例を以下に示す。 
① 回復緑地では、苗木植栽、成木植栽によって植生の早期回復を図る。植栽樹種の

選定は「d．事業実施区域の代償」と同じである。また、事業実施区域の既存木

を活用する。なお、近年、快適な環境の創造や自然とのふれあいが重要視されて

いることから、植栽にあたっては、このことにも配慮する。 
② 地域の特性に応じた食草植栽等を行い、動物の生息の場としての緑地の創出を図

る。また、調整池等を設置する場合、水生生物が生育・生息できるような水辺環

境の整備を行う。 
③ 「d．事業実施区域の代償」で述べた多自然型川づくりを積極的に行う。 
④ 人工干潟や代替藻場の創出は困難であるため、まずは環境への影響の回避・低減

を優先する必要がある。 
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3．事前配慮書段階における現況調査・予測・評価手法 

3.1 現況調査 
 調査手法 
事前配慮書段階における植物・動物・生態系に係る現況調査は、原則として既存資料の

収集及び解析による方法とする。 
すなわち、事前配慮を実施するうえで必要な項目について、事業の特性を勘案し抽出し

た環境に影響を及ぼすおそれのある行為を把握したうえで、事業実施区域及びその周辺を

含む地域を基本として現況把握が可能な既存資料の収集及び解析を行い、地域の環境特性

を把握する。 
ただし、貴重種等の生育・生息情報等、既存資料による地域の環境特性の把握が十分に

行えない等場合には、専門家等への聞き取り調査または現地踏査等により補うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

近年の新たな調査手法（環境 DNA 分析技術を用いた調査手法） 

 
・環境 DNA とは、河川やため池等の環境中に存在する生物の DNA 断片（動物

の粘膜や糞等に存在）をいう。 

・この環境 DNA を検出し、既知の生物の DNA 情報と照合することにより、水

を採取した水域に存在する生物を把握する手法。 

・水中の生物を捕まえることなく、１リットル程度の水を採取して分析する

ことで調査が可能。 

・生物や生息環境を損なわない、調査労力の低減、といった利点がある。 

（分析手法の詳細については巻末資料を参照。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

環境 DNA 調査のイメージ 
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 調査範囲 
事前配慮書段階における調査範囲は、周辺地域等が含まれるよう設定し、原則として国、

県、市等の公共機関が発行する最新の環境白書等を収集・整理することにより行う。 
なお、市の考え方の基本として、地域の概況についての最小単位は「区」としているが、

影響範囲が他の区や他市町にかかる場合には、その範囲についても地域の環境特性を把握

する必要がある。また、対象とする種(たとえば猛禽類等、行動範囲の広い種)の生息情報

等がある場合には、調査範囲を広域にする等柔軟に設定する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、影響範囲は事業や立地条件によって異なるため、本市では影響範囲に係る基準等は

設定していない。下記に掲載されている資料等を参考に、一定の根拠をもって影響範囲を設

定する必要がある。 
環境影響評価情報支援ネットワーク（環境省）

http://www.env.go.jp/policy/assess/4-1report/book.html 
 

3.2 予測・評価 
 事前配慮事項 
土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施に際しては、当該計画の構想・立案段

階といった可能な限り早期の段階において、事業特性等を踏まえたうえで環境の保全・創

造の観点から十分な事前配慮を行うことにより、事業計画全体をより環境に配慮したもの

としていくことが重要である。 
このためには、自然環境の保全やより望ましい快適な環境の創造等に関して以下の表に

示す事前配慮事項に基づき、適切な環境配慮を事業計画の中に取り入れることにより、環

境への影響を可能な限り回避・低減していく必要がある。 
また、次ページ以降の内容にかかわらず、事業特性等から事前に配慮することが望まし

いと事業者が考える事項については、自主的かつ積極的に計画の中に取り込んでいくこと

を基本とする。 
なお、事前配慮の検討にあたっては、複数の事業計画案を立案することを基本とし、や

むを得ず単一の事業計画案となる場合は、その理由を記載する。（P.34 以降で解説） 

http://www.env.go.jp/policy/assess/4-1report/book.html
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表 3-1（1）基本的配慮 

 

   事業の 
     種類 
地域の 
区分 

面
開
発
系 

交
通
系 

供
給
処
理 

埋
立
て
等 

そ
の
他 

1-1 周辺土地利用との調和 
①住居系の土地利用の検討にあたっては、既存及び計画

中の工場・幹線道路等の騒音・振動等の発生源及び事業

実施区域周辺の気象状況にも配慮のうえ、適切な施設配

置に努めること 

既成市街地 ○       ○ 

西北神地域 ○       ○ 

六甲山系等 ○         

②工場や工業団地等の土地利用の検討にあたっては、事

業実施区域周辺の気象状況にも配慮のうえ、周辺の生活

環境及び自然環境への影響を小さくするよう適切な施設

配置に努めること 

既成市街地 ○   ○     

西北神地域 ○   ○     

六甲山系等           

③道路、鉄道等の計画にあたっては、周辺の生活環境及

び自然環境に及ぼす影響の低減に努めること 
既成市街地   ○       

西北神地域   ○       

六甲山系等   ○       

④事業実施区域の下流域及び周辺地域において、農業用

水利用や地下水利用等がある場合は、これらの利水状況

への影響の低減に努めること 

既成市街地 ○   ○   ○ 

西北神地域 ○   ○   ○ 

六甲山系等 ○         

⑤事業実施区域周辺地域の自然環境・文化環境との調和

に努めること 
既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

1-2 改変面積の最小化 
①事業実施区域の地形を生かした土地利用及び施設配置

を行うことにより改変面積の最小化に努めるとともに、事業

実施区域内での土工量バランスに配慮した計画とするよう

に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○   ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       
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表 3-1（2）自然環境の保全 

 

   事業の 
     種類 
地域の 
区分 

面
開
発
系 

交
通
系 

供
給
処
理 

埋
立
て
等 

そ
の
他 

2-1 影響の回避・低減 
①事業実施区域における土地利用や施設配置の検討にあ
たっては、保全すべき希少種等への影響の回避・低減に
努めること 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

②事業実施区域内の緑地配置の検討にあたっては、周辺
樹林地等との連続性に配慮するとともに、まとまりのある緑
地の保全に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

③事業実施区域内の良好な緑地・水辺等について適正な
保全に努めるとともに、表土の保全に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○   ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

④樹木等の伐採を最小限にとどめるとともに、根株の利用な
どにより既存樹木の活用に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○   ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

⑤保存緑地とする里山等の適切な管理を行い、良好な自然
環境の維持に努めること 

既成市街地           

西北神地域 ○ ○ ○     

六甲山系等 ○ ○       

2-2 修復・代償的措置 
①保全すべき希少種等の生息・生育地をやむを得ず改変
する場合には、十分な維持管理が可能な事業実施区域の
適地等に移植するなど適切な措置に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

②事業実施区域の周囲の緑地帯における植栽樹種の選定
にあたっては、当該地域の現存及び潜在自然植生に配慮
するよう努めること（植生工や植栽工などの緑化において
は、ブラックリスト種を原則使用しないこと） 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

③事業実施区域内において極力まとまりのある緑地を配置
するとともに、当該地域における生物生息環境に配慮する
よう努めること 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等           

④緑地や水辺の整備にあたっては、現存する植生や自然素
材等の利用により、多様な生物生息環境の形成に努めるこ
と 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域 ○ ○ ○   ○ 

六甲山系等 ○ ○       

⑤事業計画により生物生息域の分断のおそれがある場合に
は、生物の移動空間・経路の確保等に努めること 

既成市街地 ○ ○       

西北神地域 ○ ○       

六甲山系等 ○ ○       

2-3 生物生息空間の再生・創出 
①保存緑地の予定地であっても、自然度が低い場所では成
木や苗木の植栽に努めること 

既成市街地           

西北神地域 ○ ○       

六甲山系等           

②既成市街地及び埋立地においては、緑地や水辺などの
生物生息空間の積極的な創出に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ 

西北神地域           

六甲山系等           

③埋立て等にあたっては、環境に配慮した護岸の導入など
により浅場や藻場の創出に努めること 

既成市街地       ○   

西北神地域           

六甲山系等           

④河川改修を伴う場合は、自然素材の活用、瀬や淵の保
全・創造などにより、生物生息空間に配慮した河川環境の創
造に努めること 

既成市街地 ○ ○ ○     

西北神地域 ○ ○ ○     

六甲山系等 ○ ○       
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注 1 表中、「地域の区分」は以下の区分に対応する。 
地域の区分 対象地域 
(1)既成市街地 東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区のうち六甲山系等を除く

地域(地先水面を含む。) 
(2)西北神地域 西区及び北区のうち六甲山系等を除く地域 
(3)六甲山系等 六甲山系及び帝釈丹生山地域等* 
*「自然公園法」(昭和 32 年法律第 161 号)に規定する特別地域及び特別保護地区、「緑地の保全、育
成及び市民利用に関する条例」(平成 3 年 4 月条例第 2 号)に規定する緑地の保存、保全及び育成区域 
 

注 2 表中、「事業の種類の区分」は以下の区分に対応する。 
事業の区分 事業の種類 
(1)面開発系 宅地の造成、工業団地の造成、流通業務団地の造成、レクリエーション施設の建設、

土石の採取、廃棄物処理施設(最終処分場)の建設、陸域の土砂埋立て・盛土 
(2)交通系 道路、鉄道及び軌道の建設、飛行場及びその施設の建設 
(3)供給処理系 発電所の建設、終末処理場の建設、廃棄物処理施設(中間処理施設)の建設、工場・

事業場の建設 
(4)埋立て等 公有水面の埋立て、防波堤の建設、港湾計画の変更* 
(5)その他 建築物の建築 
*港湾計画は、将来の港湾施設及び用地の配置、利用計画に関する基本的な計画であり、他の事業とは
性格が異なる点を踏まえ事前配慮を行う。 
  

注 3 表中、○印については、地域の区分と事業の種類を考慮のうえ組み合わせを例示したものである。
したがって事業計画の特性等に応じて幅広く柔軟に検討するものとする。 
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 事前配慮事項の例 
事前配慮は、当該計画の構想・立案段階といった可能な限り早期の段階から、事業特性

及び地域特性を踏まえたうえで、環境の保全や創造といった観点から十分に行う。また、

事業特性及び地域特性の把握により、要素ごとに調査・予測・評価の手法の重点化(重点

的かつ詳細に実施)または簡略化(簡略化し効率的に実施)を行うかを整理し、メリハリのあ

る環境影響評価となるように、事業計画全体をより環境に配慮したものとしていくことが

重要である。 
 

【重点化・簡略化のための重大な環境影響の選定の考え方】 

環境要

素の区

分 

事業特性 

地域特性 

環境影響を受けやすい

地域または対象 

環境保全の観点から法令

等により指定された地域

または対象 

環境が悪化し又はそ

のおそれのある地域 

動 物 

 

 

植 物 

・改変により、貴重種

等の生息・生育環境の

消失、縮小、分断等が

あるもの 

・貴重種等が繁殖地、

渡りルート等の特別

な利用をする地域で、

それらの障害となる

おそれがあるもの 

・個体数が少ない、分布

域が限られる、生息・生

育環境が限られる、移動

能力が低い種 

・環境の変化に対し、個

体数や繁殖率等が変動

しやすい種 等 

・文化財保護法に基づき

指定された天然記念物及

び特別天然記念物、神戸

市文化財保護条例の文化

財保護条例に基づき指定

された天然記念物 

・絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関

する法律に基づき定めら

れた国内希少野生動植物

種及び緊急指定種 等 

・外来生物が多い地域 

・放置林等で生物多様

性の劣化が認められ

る地域 等 

生態系 

・改変により、生態系

の消失、縮小等がある

もの 

・長大構造物による生

態系ネットワークの

分断があるもの 

・河川、海域の改変で

流砂量の多いもの 

・自然林、湿原、湧水、

藻場、自然海岸等の人為

的な改変をほとんど受

けていない自然環境（里

山は人工的なものとさ

れているため、含まな

い。） 

・ため池、湖沼等の閉鎖

的な水域 等 

・自然公園(国立公園)の区

域 

・緑地保全地区(都市緑地

保全法) 

・鳥獣保護区 

・保安林等の地域におい

て重要な機能を有する自

然環境 等 

・シカ等の食害を受け

やすい地域 

・緑地の少ない市街地 

・人工護岸・堰の多い

河川 

・ナラ枯れ・マツ枯れ

の被害の拡大が認め

られる地域 等 
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表 3-2（1）技術指針別表 2 を参考に作成した面開発事業における事前配慮事項の例 

項目 事前配慮事項に示された配慮すべき事項 

早期段階に

おいて事業

計画に取り

入れる事項 

事業計画の

熟度に応じ

て検討して

いく事項 

事業計画の内

容･特性等か

ら配慮の必要

がない事項 

１ 基本的配慮 
1-1 
周辺土地利

用との調和 

住居系の土地利用の検討にあたっては、既存及び計画中の工場・

幹線道路等の騒音・振動等の発生源及び事業実施区域周辺の気象状

況にも配慮のうえ、適切な施設配置に努めること 
○ ○  

工場や工業団地等の土地利用の検討にあたっては、事業実施区域

周辺の気象状況にも配慮のうえ、周辺の生活環境及び自然環境への

影響を小さくするよう適切な施設配置に努めること 
○ ○  

道路、鉄道等の計画にあたっては、周辺の生活環境及び自然環境

に及ぼす影響の低減に努めること   ○   ○ 
 

事業実施区域の下流域及び周辺地域において、農業用水利用や地

下水利用等がある場合は、これらの利水状況への影響の低減に努め

ること 
○   

事業実施区域周辺地域の自然環境・文化環境との調和に努めるこ

と   ○   

1-2 
改変面積の

最小化 

事業実施区域の地形を生かした土地利用及び施設配置を行うこと

により改変面積の最小化に努めるとともに、事業実施区域内での土

工量バランスに配慮した計画とするように努めること 
○   

２ 自然環境の保全 
2-1 
影響の回

避・低減 

事業実施区域における土地利用や施設配置の検討にあたっては、

保全すべき希少種等への影響の回避・低減に努めること ○ ○  

事業実施区域内の緑地配置の検討にあたっては、周辺樹林地等と

の連続性に配慮するとともに、まとまりのある緑地の保全に努める

こと 
  ○  

事業実施区域内の良好な緑地・水辺等について適正な保全に努め

るとともに、表土の保全に努めること ○ ○  

樹木等の伐採を最小限にとどめるとともに、根株の利用などによ

り既存樹木の活用に努めること ○ ○  

保存緑地とする里山等の適切な管理を行い、良好な自然環境の維

持に努めること ○ ○  

2-2 
修復・代償的

措置 

保全すべき貴重種等の生息・生育地をやむを得ず改変する場合に

は、十分な維持管理が可能な事業実施区域の適地等に移植するなど

適切な措置に努めること 
○ ○  

事業実施区域の周囲の緑地帯における植栽樹種の選定にあたって

は、当該地域の現存及び潜在自然植生に配慮するよう努めること（植

生工や植栽工などの緑化においては、ブラックリスト種を原則使用

しないこと） 

  ○  

事業実施区域内において極力まとまりのある緑地を配置するとと

もに、当該地域における生物生息環境に配慮するよう努めること ○ ○  

緑地や水辺の整備にあたっては、現存する植生や自然素材等の利

用により、多様な生物生息環境の形成に努めること   ○  

事業計画により生物生息域の分断のおそれがある場合には、生物

の移動空間・経路の確保等に努めること ○ ○  

2-3 
生物生息空

間の再生・創

出 

保存緑地の予定地であっても、自然度が低い場所では成木や苗木

の植栽に努めること  ○  

既成市街地及び埋立地においては、緑地や水辺などの生物生息空

間の積極的な創出に努めること  ○  

河川改修を伴う場合は、自然素材の活用、瀬や淵の保全・創造な

どにより、生物生息空間に配慮した河川環境の創造に努めること ○ ○  
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表 3-2(2) 技術指針別表 2 を参考に作成した施設系事業における事前配慮事項の例 

項目 事前配慮事項に示された配慮すべき事項 

早期段階におい

て事業計画に取

り入れる事項 

事業計画の熟度

に応じて検討し

ていく事項 

事 業 計 画 の 内

容･特性等から

配慮の必要がな

い事項 

１ 基本的配慮 
1-1 
周辺土地利用

との調和 

工場や工業団地等の土地利用の検討にあたっては、事業実施

区域周辺の気象状況にも配慮のうえ、周辺の生活環境及び自然

環境への影響を小さくするよう適切な施設配置に努めること 
○ ○  

事業実施区域の下流域及び周辺地域において、農業用水利用

や地下水利用等がある場合は、これらの利水状況への影響の低

減に努めること 
○ 

 
 

事業実施区域周辺地域の自然環境・文化環境との調和に努め

ること ○ 
 

 

1-2 
改変面積の最

小化 

事業実施区域の地形を生かした土地利用及び施設配置を行う

ことにより改変面積の最小化に努めるとともに、事業実施区域

内での土工量バランスに配慮した計画とするように努めること 
○ ○  

２ 自然環境の保全 
2-1 
影響の回避・

低減 

事業実施区域における土地利用や施設配置の検討にあたって

は、保全すべき希少種等への影響の回避・低減に努めること ○ ○  

事業実施区域内の緑地配置の検討にあたっては、周辺樹林地

等との連続性に配慮するとともに、まとまりのある緑地の保全

に努めること 
 ○  

事業実施区域内の良好な緑地・水辺等について適正な保全に

努めるとともに、表土の保全に努めること  ○  

樹木等の伐採を最小限にとどめるとともに、根株の利用など

により既存樹木の活用に努めること ○    

2-2 
修復・代償的

措置 

保全すべき希少種等の生息・生育地をやむを得ず改変する場

合には、十分な維持管理が可能な事業実施区域の適地等に移植

するなど適切な措置に努めること 
○ ○  

事業実施区域の周囲の緑地帯における植栽樹種の選定にあた

っては、当該地域の現存及び潜在自然植生に配慮するよう努め

ること（植生工や植栽工などの緑化においては、ブラックリス

ト種を原則使用しないこと） 

 ○  

事業実施区域内において極力まとまりのある緑地を配置する

とともに、当該地域における生物生息環境に配慮するよう努め

ること 
 ○  

緑地や水辺の整備にあたっては、現存する植生や自然素材等

の利用により、多様な生物生息環境の形成に努めること  ○  

2-3 
生物生息空間

の再生・創出 

既成市街地及び埋立地においては、緑地や水辺などの生物生

息空間の積極的な創出に努めること  ○  

河川改修を伴う場合は、自然素材の活用、瀬や淵の保全・創

造などにより、生物生息空間に配慮した河川環境の創造に努め

ること 
   ○ 
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表 3-2(3) 技術指針別表 2 を参考に作成した交通系事業における事前配慮事項の例 

項目 事前配慮事項に示された配慮すべき事項 

早期段階に

おいて事業

計画に取り

入れる事項 

事業計画の

熟度に応じ

て検討して

いく事項 

事業計画の

内容･特性等

から配慮の

必要がない

事項 

１ 基本的配慮 

1-1 
周 辺 土 地 利

用との調和 

道路、鉄道等の計画にあたっては、周辺の生活環境及び自然

環境に及ぼす影響の低減に努めること ○   

事業実施区域周辺地域の自然環境・文化環境との調和に努め

ること ○   

1-2 
改 変 面 積 の

最小化 

事業実施区域の地形を生かした土地利用及び施設配置を行う

ことにより改変面積の最小化に努めるとともに、事業実施区域

内での土工量バランスに配慮した計画とするように努めること 
○   

２ 自然環境の保全 

2-1 
影 響 の 回

避・低減 

事業実施区域における土地利用や施設配置の検討にあたって

は、保全すべき希少種等への影響の回避・低減に努めること ○   

事業実施区域内の緑地配置の検討にあたっては、周辺樹林地

等との連続性に配慮するとともに、まとまりのある緑地の保全

に努めること 
○   

事業実施区域内の良好な緑地・水辺等について適正な保全に

努めるとともに、表土の保全に努めること ○   

樹木等の伐採を最小限にとどめるとともに、根株の利用など

により既存樹木の活用に努めること  ○  

2-2 
修復・代償的

措置 

保全すべき希少種等の生息・生育地をやむを得ず改変する場

合には、十分な維持管理が可能な事業実施区域の適地等に移植

するなど適切な措置に努めること 
 ○  

事業実施区域の周囲の緑地帯における植栽樹種の選定にあた

っては、当該地域の現存及び潜在自然植生に配慮するよう努め

ること（植生工や植栽工などの緑化においては、ブラックリス

ト種を原則使用しないこと） 

 ○  

事業実施区域内において極力まとまりのある緑地を配置する

とともに、当該地域における生物生息環境に配慮するよう努め

ること 
○   

緑地や水辺の整備にあたっては、現存する植生や自然素材等

の利用により、多様な生物生息環境の形成に努めること ○   

事業計画により生物生息域の分断のおそれがある場合には、

生物の移動空間・経路の確保等に努めること ○   

2-3 
生 物 生 息 空

間の再生・創

出 

既成市街地及び埋立地においては、緑地や水辺などの生物生

息空間の積極的な創出に努めること ○   

河川改修を伴う場合は、自然素材の活用、瀬や淵の保全・創

造などにより、生物生息空間に配慮した河川環境の創造に努め

ること 
  ○ 
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 事業計画の複数案 
複数案の検討 
複数案の検討にあたっては、保全対象を明確にしておくことが重要である。保全対象

は、文献調査等により事業計画地内あるいはその周辺における貴重種等の生育・生息情

報を把握し等、事業特性や地域特性を踏まえて適切に設定する。 
保全する対象物等が明確になったのち、それをどのように保全するのかという観点か

ら、事業計画の複数案を検討する。 
 
複数案に関する予測 
複数案に関する予測結果は、環境要素ごとに表に整理等する等により比較を行う。 
また、現況調査結果とも対比しながら、複数案を検討し、各案の長所・短所を明確に

したうえで、事前配慮上の課題を抽出し、十分な環境配慮がなされているかどうか検討

する。 
 

複数案の検討と事例 
複数案の検討にあたっては、事業特性及び地域特性を考慮し、前頁で示した事前配慮

事項にしたがい、次の観点から行う。 
なお、各案とも、社会的・経済的要因を踏まえて実現可能なものとする。 

 
① 対象事業の実施場所または経路、規模 
② 対象事業の土地利用計画、施設配置計画 
③ 対象事業において整備する施設の構造、方式 
④ 対象事業の設備、工程 
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【面開発系事業の位置・規模の検討段階における複数案の事例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「TOYOTA 里山環境との共生に向けて＜トヨタ新研究開発施設の取り組み＞」 

 
  

貴重種等及び貴重な植物群落の生育・生息地と開発地の位置関係等により、影響の有

無または程度が異なる例。 
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【交通系事業の構造の検討段階における複数案の事例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「生物多様性配慮指針(河川、道路、港湾・海岸、森林、農用地、ため池) 概要版」 
(兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課) 

  

貴重種等の生育・生息地と道路線形との重なりの程度を踏まえ、線形や構造を変更す

ることによる影響の有無または程度が異なる例。 
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【埋立て等事業の位置・規模の検討段階における複数案の事例】 

A 案 B 案 C 案 

防波堤長さを 2.0km とした案 防波堤長さを 1.7km とした案 防波堤長さを 1.5km とした案 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
【その他事業の位置の検討段階における複数案の事例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

貴重種等の生育・生息地と建築物との位置関係から、生育・生息地や生育・生息環境

への影響の有無または程度が異なる例。 

 生育・生息地から遠くに配置した案 Ａ案とＣ案の中間の案 

防波堤の延長の違いによる汀線の変化、貴重種等の生育・生息地の変化等が生じるこ

とによる影響の有無または程度が異なる例。 

建築物を生育・生息地近くに配置し
た案 
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 複数案の比較及び評価 
複数案の比較を行う際の予測は、簡易であっても可能な限り定量的な予測を行う。方法

としては土地利用計画、施設配置計画、整備施設の構造、方式、地図情報等と、事業実施

区域周辺の主な住宅数や宅地との位置関係(離隔距離等)等の簡易な指標により、植物・動

物の生育・生息地の改変の程度や重大な影響の有無の判断、複数案の定量的な比較等があ

る。 
定量的に予測できないものについては、得られた情報に基づき、適切な規模や内容の事

業の事例を引用し定性的な予測を行う。 
評価については定量的あるいは定性的な予測の結果をもとに、重大な環境影響が可能な

限り回避・低減されているかについて、環境面から見た影響の程度を評価する。 
評価の結果は、複数案ごとに比較できるよう、評価項目ごとの相互比較の結果について、

マトリクス等による表示を行う等、市民等に分かり易い表現となるよう努める必要がある。 
 

【複数案の比較方法の例】 
比較の方法 A 案 B 案 C 案 

環境に関する負荷量(生育・生息地の改変

面積等)を明示して比較している例 
530m2 485m2 620m2 

1 案を基準として、他案の負荷量を相対的

に比較している例 
1.0 

0.85(A 案を 1
として) 

1.20(A 案を 1
として) 

「他の計画案に比べて優れる。」「他の計

画案と同じまたはほとんど差がない。」「他

の計画案に比べて劣る。」を「◎、○、△」

で比較している例 

◎ ○ △ 

定性的に予測を行った結果を比較してい

る例 
既往の事例に

よると影響は

ほとんどない 

既往の事例に

よると影響は

小さい 

既往の事例に

よると影響は

小さい 
負荷量の小ささを順位付けして比較して

いる例 
1 位 2 位 3 位 
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4．実施計画書段階における現況調査手法 

4.1 植 物 
 現況調査 
植物の現況調査は一般に既存資料の収集整理及び現地調査によって行う。既存資料調査は、

あらかじめ事業実施区域及びその周辺の植物の現況や地域特性を文献等の収集整理によって

把握するものであるが、収集する文献等は、その出所が明らかで、客観性、信頼性が高く、可

能な限り新しいものを選択するものとする。一方、現況を既存資料のみによって十分に把握す

ることは困難な場合が多いため、植物の予測・評価を行う場合は、原則として既存資料調査に

加えて現地調査を行う。 
また、併せて地域の現況に詳しい研究者等から聞き取り調査を行うことも有効である。 

 
調査項目 
既存資料調査の調査項目は以下に示す項目とする。 

 植物の状況 
事業実施区域及びその周辺の植生の概況及び植物相の状況を調査するとともに、貴重

種等の有無をチェックする。 
調査の対象は、全般的事項で示した環境影響評価の対象植物(p.13)を参考にして、で

きる限り幅広いものとすることが望ましい。 
 

 地形等の現況 
湖沼、ため池、湿地、渓流、海岸、干潟等は生物の生育にとって重要な場であるため、

事業実施区域及びその周辺におけるこれらの有無を調査し、事業実施区域との位置関係、

面積等を把握する。 
 

 法令等による指定状況 
事業実施区域及びその周辺に法律、条例等による個別種、樹林、緑地等の保全、保護

のための指定が行われているかどうかを調査する。 
例：緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例（平成 3 年 4 月 1 日、神戸市条例第

2 号） 
 

調査対象区域 
調査対象区域は、事業実施区域及びその周辺で事業の影響が及ぶと予想される範囲と

する。調査対象区域は現地調査の項で示す距離(p.50)を目安とし、事業特性や地域特性

等を踏まえ、実施計画書段階であることに鑑み、事業の実施による影響を安全側に把握

するという観点から広く設定する。 
この範囲の地域について既存資料がない場合には、順次、調査対象区域を事業実施区

域の属する行政区、市全域等へと拡大し、既存資料調査を実施する。 
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調査方法 
市の植物の状況に係る既存資料としては、表 4-1 に示すものがあり、また、このほか

事業実施区域近隣における環境影響評価書等も対象として調査を行う。既存資料調査の

際には、自然環境の基盤となる地形図等は最新のものを使用することが重要である。 
植物の状況に係る既存資料については、種類ごとの調査水準にばらつきがあることが

予想されるが、可能な限り植物の種類ごとの分布状況等を明らかにするよう努める。 
地形等の状況は、2,500 分の 1 程度の地形図や空中写真を用いて整理する。また、法

令等による指定状況は、各官公署の発行している地図等を用いて整理するが、区域等が

変更される場合があるため、発行年度に留意する。 
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表 4-1 市の植物に係る主な既存資料 

  

項 目 資  料  名 発 行 元 

植 物 
動 物 
地 形 
地 質 
全 般 

自然環境保全基礎調査（第１～７回）報告書及び関連資料等 環境庁等、昭和 51 年～ 
兵庫県すぐれた自然図* 環境庁、昭和 51 年 
兵庫県動植物分布図 ** 環境庁、昭和 56 年 
生田川の自然を探る ** 神戸市立教育研究所、昭和 61 年 
神戸の身近な生きもの地図 神戸市立教育研究所、昭和 63 年 
新修神戸市史 歴史編Ⅰ 自然考古 神戸市、平成元年 
神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010- 神戸市、平成 22 年 
生物多様性 神戸プラン 2020～生きものと共生する国際都市をめざして～ 神戸市、平成 23 年 
改訂・兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2003 兵庫県、平成 15 年 
日本の地形レッドデータブック〈第 1 集〉危機にある地形 新装版 古今書院、2000 年 
日本の地形レッドデータブック〈第 2 集〉保存すべき地形 古今書院、2002 年 
兵庫県版レッドデータブック 2011(地形・地質・自然環境・生態系) 兵庫県、平成 23 年 

植 生 

神戸の植生 神戸市、昭和 57 年 
植生調査報告書 ** 兵庫県、昭和 54 年 
現存植生図（兵庫県） ** 環境庁、昭和 57 年 
特定植物群落調査報告書 兵庫県、昭和 53 年 
日本の重要な植物群落（近畿版） ** 環境庁、昭和 55 年 
植生調査報告書（兵庫県） *** 環境庁、昭和 63 年 
第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書 環境庁、平成 12 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 
自然環境保全基礎調査 現存植生図(1/25、000、1/50、000) 環境省ホームページ 

植物相 

増補六甲山系植物誌 六月社書房、昭和 46 年 
六甲山地の植物誌 神戸市公園緑化協会、1998 年 
兵庫県植物目録 六月社書房、昭和 46 年 
兵庫県産維管束植物 兵庫県立人と自然の博物館資料 
西神戸の植物 小林禧樹、平成元年 
神戸のしだ 神戸市立教育研究所、昭和 57 年 
神戸の野草 神戸市立教育研究所、昭和 59 年 
神戸の海藻 神戸市、昭和 60 年 
近畿地方の保護上重要な植物－レッドデータブック近畿－ レッドデータブック近畿研究会平成 7 年 
兵庫県版レッドデータブック 2010(植物・植物群落) 兵庫県、平成 22 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

哺乳類 

動物分布調査報告書（哺乳類） ** 兵庫県、昭和 53 年 
兵庫県動植物分布図 哺乳類分布メッシュ図  ** 環境庁、昭和 56 年 
兵庫県版レッドデータブック 2003 兵庫県、平成 15 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

鳥 類 

日本産鳥類の繁殖分布 ** 環境庁、昭和 56 年 
神戸の野鳥観察記 神戸市立教育研究所、昭和 56 年 
神戸の野鳥 神戸市立教育研究所、昭和 59 年 
兵庫の野鳥 神戸市新聞出版センター 昭和 59 年 
兵庫県の鳥類（兵庫県鳥類生息分布調査報告書） 兵庫県、平成元年 
兵庫県版レッドデータブック 2013(鳥類) 兵庫県、平成 25 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

爬虫類 
両生類 

動物分布調査報告書（両生類・は虫類）（兵庫県） ** 環境庁、昭和 53 年 
日本の重要な両生類、は虫類（近畿版） ** 環境庁、昭和 57 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

魚 類 

動物分布調査報告書（淡水魚類） ** 兵庫県、昭和 53 年 
日本の重要な淡水魚類（近畿版） ** 環境庁、昭和 57 年 
神戸の淡水魚 神戸市立教育研究所、昭和 63 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

昆虫類 

動物分布調査報告書（昆虫類）（兵庫県） ** 環境庁、昭和 54 年 
日本の重要な昆虫類（近畿版） ** 環境庁、昭和 55 年 
神戸の蝶 神戸市立教育研究所、昭和 56 年 
六甲山の昆虫たち 神戸市新聞出版センター昭和 52 年 
兵庫県版レッドデータブック 2012(昆虫類) 兵庫県、平成 24 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

水 生 
生 物 

 

環境水質 神戸市、毎年発行 
干潟・藻場・サンゴ礁分布調査報告書 ** 兵庫県、昭和 53 年 
神戸の水生生物 神戸市立教育研究所、昭和 60 年 
兵庫県版レッドデータブック 2014(貝類・その他無脊椎動物) 兵庫県、平成 26 年 

注*環境庁自然環境保全基礎調査関係 
注**環境庁第 2 回自然環境保全基礎調査関係  
注***環境庁第 3 回自然環境保全基礎調査関係 
 

※兵庫県版レッドデータブックの内容については、ネ
ットにも「リスト」として掲載されている。 
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 調査結果の整理方法 
植生相及び植生の概況 
生育が想定される植物について、植物種リストを作成する。また、植生の概況として、

群落名、生育環境、主要構成種、群落の概況、構造、分布状態、自然度、人間や動物と

の係わり、履歴等について、図表を用いながらとりまとめる。 
 

貴重種等及び貴重な植物群落 
貴重種等及び貴重な植物群落について、種名や群落名、選定理由・基準、生育・分布

状況の概況等、表 4-2 に示すとりまとめ例を参考に整理する。また、生育地の位置図を

作成する。 
なお、生育地の位置情報の公表にあたっては、盗掘等のおそれがないよう十分配慮す

る必要がある。 

表 4-2 貴重種等一覧(例) 

科名 種名 
選定基準 確認方法 備考 

① ② ③ ④ ⑤ 文献 現地  

ミソハギ ミズマツバ   VU C B ○ ○  

ミクリ ヤマトミクリ   NT B A ○ ○  

ラン シラン   NT B 調  ○  
①：文化財保護法による天然記念物または特別天然記念物 
②：絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種 
③：環境省第 4 次レッドリストによる選定種 

EX:絶滅 EW:野生絶滅 CR:絶滅危惧 IA 類 EN:絶滅危惧 IB 類 VU:絶滅危惧 II 類 
NT:準絶滅危惧 DD:情報不足 LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

④：兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト 2010(植物・植物群落)による選定種 
絶滅:兵庫県内での確認記録、標本がある等、かつては生息していたと考えられるが、現在は野生下では

見られなくなり、生息の可能性がないと考えられる種。 
A:環境省レッドデータブックの絶滅危惧 I 類に相当。兵庫県内において絶滅の危機に瀕している種等、緊

急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。 
B:環境省レッドデータブックの絶滅危惧 II 類に相当。兵庫県内において絶滅の危機が増大している種等、

極力生息環境等の保全が必要な種。 
C:環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。兵庫県内において存続基盤が脆弱な種。 
要注目:最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種や分布や行動に変化があり動向が注目され

る種等の貴重種に準ずる種。 
要調査:環境省レッドデータブックの情報不足に相当。兵庫県内での生息の実態がほとんどわからないこ

と等により、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査によっては貴重種となる可能性
のある種。 

⑤：神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010-による選定種 
今:市内での確認記録、標本がある等、かつては生息・生育していたと考えられるが、現在

は見られなくなり、生息・生育の可能性がないと考えられる種。  
A:改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧 I 類に相当。市内において絶滅の危機に瀕

している種等、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。  
B:改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧 II 類に相当。市内において絶滅の危険が

増大している種等、生息環境、自生地等の保全が必要な種。  
C:改訂・日本版レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。市内において存続基盤が脆弱な

種。極力生息環境、自生地等の保全が必要な種。  
D:最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種等の貴重種に準ずる要注目種。  
調 :改訂・日本版レッドデータブックの情報不足に相当。市での生息・生育の実態がほとん

どわからないこと等により、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査に
よっては貴重種となる可能性のある種。   
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4.2 動 物 

 現況調査 
動物の現況調査は一般に既存資料の収集整理及び現地調査によって行う。既存資料調査は、

あらかじめ事業実施区域及びその周辺の動物の現況や地域特性を文献等の収集整理によって

把握するものであるが、収集する文献等は、その出所が明らかで、客観性、信頼性が高く、可

能な限り新しいものを選択するものとする。一方、事業実施区域現況を既存資料のみによって

十分に把握することは困難な場合が多いため、動物の予測・評価を行う場合は、原則として既

存資料調査に加えて現地調査を行う。 
また、併せて地域の現況に詳しい研究者等から聞き取り調査を行うことも有効である。 

 
調査項目 
既存資料調査の調査項目は以下に示す項目とする。 

 動物の状況 
事業実施区域及びその周辺の植生の概況及び動物相の状況を調査するとともに、貴重

種、貴重な生物群集等の有無をチェックする。 
調査の対象は、全般的事項で示した環境影響評価の対象動物(p.13)を参考にして、で

きる限り幅広いものとすることが望ましい。 
 

 地形等の現況 
湖沼、ため池、湿地、渓流、海岸、干潟等は生物の生育にとって重要な場であるため、

事業実施区域及びその周辺におけるこれらの有無を調査し、事業実施区域との位置関係、

面積等を把握する。 
 

 法令等による指定状況 
事業実施区域及びその周辺に法律、条例等による個別種、樹林、緑地等の保全、保護

のための指定が行われているかどうかを調査する。 
 
調査対象区域 
調査対象区域は、事業実施区域及びその周辺で事業の影響が及ぶと予想される範囲と

する。調査対象区域は現地調査の項で示す距離(p.76)を目安とし、事業特性や地域特性

等を踏まえ、実施計画書段階であることに鑑み、事業の実施による影響を安全側に把握

するという観点から広く設定する。 
この範囲の地域について既存資料がない場合には、順次、調査対象区域を事業実施区

域の属する行政区、市全域等へと拡大し、既存資料調査を実施する。 
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調査方法 
既存資料調査では、その出所が明らかで、客観性、信頼性が高く、可能な限り新しい

資料を収集し、その内容を整理する。 
市の動物の状況に係る既存資料としては、表 4-3 に示すものがあり、また、このほか

事業実施区域近隣における環境影響評価書等もチェックする。既存資料調査の際には、

自然環境の基盤となる地形図等は最新のものを使用することが重要である。 
動物の状況に係る既存資料調査では種類ごとの調査水準にばらつきがあることが予

想されるが、可能な限り動物の種類ごとの分布状況等を明らかにするよう努める。 
地形等の状況は、2,500 分の 1 程度の地形図や空中写真を用いて整理する。また、法

令等による指定状況は、各官公署の発行している地図等を用いて整理するが、区域等が

変更される場合があるため、発行年度に留意する。 
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表 4-3 市の動物に係る主な既存資料（p.41 を再掲） 

  

項 目 資  料  名 発 行 元 

植 物 
動 物 
地 形 
地 質 
全 般 

自然環境保全基礎調査（第１～７回）報告書及び関連資料等 環境庁等、昭和 51 年～ 
兵庫県すぐれた自然図* 環境庁、昭和 51 年 
兵庫県動植物分布図 ** 環境庁、昭和 56 年 
生田川の自然を探る ** 神戸市立教育研究所、昭和 61 年 
神戸の身近な生きもの地図 神戸市立教育研究所、昭和 63 年 
新修神戸市史 歴史編Ⅰ 自然考古 神戸市、平成元年 
神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010- 神戸市、平成 22 年 
生物多様性 神戸プラン 2020～生きものと共生する国際都市をめざして～ 神戸市、平成 23 年 
改訂・兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドデータブック 2003 兵庫県、平成 15 年 
日本の地形レッドデータブック〈第 1 集〉危機にある地形 新装版 古今書院、2000 年 
日本の地形レッドデータブック〈第 2 集〉保存すべき地形 古今書院、2002 年 
兵庫県版レッドデータブック 2011(地形・地質・自然環境・生態系) 兵庫県、平成 23 年 

植 生 

神戸の植生 神戸市、昭和 57 年 
植生調査報告書 ** 兵庫県、昭和 54 年 
現存植生図（兵庫県） ** 環境庁、昭和 57 年 
特定植物群落調査報告書 兵庫県、昭和 53 年 
日本の重要な植物群落（近畿版） ** 環境庁、昭和 55 年 
植生調査報告書（兵庫県） *** 環境庁、昭和 63 年 
第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書 環境庁、平成 12 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 
自然環境保全基礎調査 現存植生図(1/25、000、1/50、000) 環境省ホームページ 

植物相 

増補六甲山系植物誌 六月社書房、昭和 46 年 
六甲山地の植物誌 神戸市公園緑化協会、1998 年 
兵庫県植物目録 六月社書房、昭和 46 年 
兵庫県産維管束植物 兵庫県立人と自然の博物館資料 
西神戸の植物 小林禧樹、平成元年 
神戸のしだ 神戸市立教育研究所、昭和 57 年 
神戸の野草 神戸市立教育研究所、昭和 59 年 
神戸の海藻 神戸市、昭和 60 年 
近畿地方の保護上重要な植物－レッドデータブック近畿－ レッドデータブック近畿研究会平成 7 年 
兵庫県版レッドデータブック 2010(植物・植物群落) 兵庫県、平成 22 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

哺乳類 

動物分布調査報告書（哺乳類） ** 兵庫県、昭和 53 年 
兵庫県動植物分布図 哺乳類分布メッシュ図  ** 環境庁、昭和 56 年 
兵庫県版レッドデータブック 2003 兵庫県、平成 15 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

鳥 類 

日本産鳥類の繁殖分布 ** 環境庁、昭和 56 年 
神戸の野鳥観察記 神戸市立教育研究所、昭和 56 年 
神戸の野鳥 神戸市立教育研究所、昭和 59 年 
兵庫の野鳥 神戸市新聞出版センター 昭和 59 年 
兵庫県の鳥類（兵庫県鳥類生息分布調査報告書） 兵庫県、平成元年 
兵庫県版レッドデータブック 2013(鳥類) 兵庫県、平成 25 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

爬虫類 
両生類 

動物分布調査報告書（両生類・は虫類）（兵庫県） ** 環境庁、昭和 53 年 
日本の重要な両生類、は虫類（近畿版） ** 環境庁、昭和 57 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

魚 類 

動物分布調査報告書（淡水魚類） ** 兵庫県、昭和 53 年 
日本の重要な淡水魚類（近畿版） ** 環境庁、昭和 57 年 
神戸の淡水魚 神戸市立教育研究所、昭和 63 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

昆虫類 

動物分布調査報告書（昆虫類）（兵庫県） ** 環境庁、昭和 54 年 
日本の重要な昆虫類（近畿版） ** 環境庁、昭和 55 年 
神戸の蝶 神戸市立教育研究所、昭和 56 年 
六甲山の昆虫たち 神戸市新聞出版センター昭和 52 年 
兵庫県版レッドデータブック 2012(昆虫類) 兵庫県、平成 24 年 
神戸の希少な野生動植物 神戸版レッドデータ 2010 神戸市、2010 年 

水 生 
生 物 

 

環境水質 神戸市、毎年発行 
干潟・藻場・サンゴ礁分布調査報告書 ** 兵庫県、昭和 53 年 
神戸の水生生物 神戸市立教育研究所、昭和 60 年 
兵庫県版レッドデータブック 2014(貝類・その他無脊椎動物) 兵庫県、平成 26 年 

注*環境庁自然環境保全基礎調査関係 
注**環境庁第 2 回自然環境保全基礎調査関係  
注***環境庁第 3 回自然環境保全基礎調査関係 
 

※兵庫県版レッドデータブックの内容については、ネ
ットにも「リスト」として掲載されている。 
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 調査結果の整理方法 
動物相の概況 
生息が予想される動物種について、動物種リストを作成する。 

 
貴重種等リスト及び注目すべき生息地 
貴重種等について、種名、選定理由・基準、生息状況の概況等、表 4-3 に示すとりま

とめ例を参考に整理する。 
注目すべき生息地について、主な生息種、選定理由、生息地の概況、生息地位置図等

について整理する。 
なお、アセス図書の作成にあたっては、生息地の詳細な位置を記載しない等、捕獲等

のおそれがないよう十分配慮する必要がある。 

表 4-3 貴重種等一覧表(例) 

 科名 種名 
選定基準 確認方法 

① ② ③ ④ ⑤ 文献 現地 

鳥類 タカ サシバ   VU B A ○ ○ 

爬虫類 イシガメ ニホンイシガメ   NT  B ○  

両生類 アオガエル モリアオガエル    B B ○ ○ 
①：文化財保護法による天然記念物または特別天然記念物 
②：絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種 
③：環境省第 4 次レッドリストによる選定種 

EX:絶滅 EW:野生絶滅 CR:絶滅危惧 IA 類 EN:絶滅危惧 IB 類 VU:絶滅危惧 II 類 
NT:準絶滅危惧 DD:情報不足 LP:絶滅のおそれのある地域個体群 

④：兵庫の貴重な自然 兵庫県版レッドリスト 2010(植物・植物群落)による選定種 
絶滅: 兵庫県内での確認記録、標本がある等、かつては生息していたと考えられるが、現在は野生下では

見られなくなり、生息の可能性がないと考えられる種。 
A:環境省レッドデータブックの絶滅危惧 I 類に相当。兵庫県内において絶滅の危機に瀕している種等、緊

急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。 
B:環境省レッドデータブックの絶滅危惧 II 類に相当。兵庫県内において絶滅の危機が増大している種等、

極力生息環境等の保全が必要な種。 
C:環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。兵庫県内において存続基盤が脆弱な種。 
要注目:最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種や分布や行動に変化があり動向が注目され

る種等の貴重種に準ずる種。 
要調査:環境省レッドデータブックの情報不足に相当。兵庫県内での生息の実態がほとんどわからないこ

と等により、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査によっては貴重種となる可能性
のある種。 

⑤：神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010-による選定種 
今:市内での確認記録、標本がある等、かつては生息・生育していたと考えられるが、現在

は見られなくなり、生息・生育の可能性がないと考えられる種。  
A:改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧 I 類に相当。市内において絶滅の危機に瀕

している種等、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種。  
B:改訂・日本版レッドデータブックの絶滅危惧 II 類に相当。市内において絶滅の危険が

増大している種等、生息環境、自生地等の保全が必要な種。  
C:改訂・日本版レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。市内において存続基盤が脆弱な

種。極力生息環境、自生地等の保全が必要な種。  
D:最近減少の著しい種、優れた自然環境の指標となる種等の貴重種に準ずる要注目種。  
調 :改訂・日本版レッドデータブックの情報不足に相当。市での生息・生育の実態がほとん

どわからないこと等により、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査に
よっては貴重種となる可能性のある種。   
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4.3 生態系 

 現況調査 
生態系の現況調査は一般に既存資料の収集整理及び現地調査によって行う。既存資料調査は、

あらかじめ事業実施区域及びその周辺の生態系の現況や地域特性を文献等の収集整理によっ

て把握するものであるが、収集する文献等は、その出所が明らかで、客観性、信頼性が高く、

可能な限り新しいものを選択するものとする。一方、現況を既存資料のみによって十分に把握

することは困難な場合が多いため、生態系の予測・評価を行う場合は、原則として既存資料調

査に加えて現地調査を行う。 
また、併せて地域の現況に詳しい研究者等から聞き取り調査を行うことも有効である。 

 
調査項目 
既存資料調査の調査項目は以下に示す項目とする。 

 生態系の概況 
生態系の概況は、植物及び動物の既存資料調査結果をもとに、以下の項目について整

理する。 
①植物・動物その他の自然環境に関する概況 
②大気・水環境、地形・地質、土壌等の基盤環境 
③広域的視点からの地域の生態系上の位置づけ 
④食物連鎖等、生物間の相互関係の状況等 
 

 種の多様性 
生態系を構成する生物種の種数及び密度 
 

 生態系を代表する生物種の状況 
①上位性、典型性、特殊性の視点から注目される複数の種・群集(以下、「注目種等」

という。)及びこれらの現存量または密度 
②注目種等の生態及び他の植物・動物との関連 
③注目種等の生育・生息環境等 
 

調査対象区域 
調査対象区域は、事業実施区域及びその周辺で事業の影響が及ぶと予想される範囲と

する。調査対象区域は現地調査の項で示す距離(植物は p.49、動物は p.75)を目安とし、

事業特性や地域特性等を踏まえ、実施計画書段階であることに鑑み、事業の実施による

影響を安全側に把握するという観点から広く設定する。 
この範囲の地域について既存資料がない場合には、順次、調査対象区域を事業実施区

域の属する行政区、市全域等へと拡大し、既存資料調査を実施する。 
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 調査結果の整理方法 
生態系の調査結果は、上位性、典型性、特殊性の視点から、計画地の自然的状況等を踏

まえて陸域、淡水域、海域等の区分ごとに整理する。 
① 上位性 

上位性については、既存資料調査により確認している植物・動物種の中から、生

産者と消費者について代表的な種を抽出し、捕食関係のみで表される生物のつなが

り、いわゆる「食物連鎖」を組み立てることなどにより、明らかにする。 
食物連鎖については、生態系を構成する陸域環境(森林、草地、市街地など)と、

水域環境(海域、河川、水田・池など)に分けて整理する。 
食物連鎖の例を図 4-1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 食物連鎖の例 
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② 典型性 

典型性については、調査地域の立地条件と、動物の生息基盤となる植生条件の視

点から検討し、整理する。 
典型性の注目種の選定例を表 4-5 に示す。 
 

表 4-5 典型性注目種の抽出例 
注目種 環境類型 抽出根拠 

ヒヨドリ 
カワラヒワ 

鳥類 樹林・草地 事業予定地及びその周辺の樹林や

草地を中心に多数が確認されている。 
上位性捕食者の餌資源になるとと

もに、個体数が多く生態系への寄与が

高いことから抽出した。 
ニホンカナヘ

ビ 
ニホントカゲ 

爬虫類 草地・市街地 事業予定地及びその周辺の草地や

市街地を中心に多数が確認されてい

る。 
上位性捕食者の餌資源になるとと

もに、個体数が多く生態系への寄与が

高いことから抽出した。 
 

③ 特殊性 
特殊性については、既存資料調査により確認している植物・動物種の生態情報や

貴重種の選定基準などから、特殊な環境を指標する植物・動物種を抽出・選定する

などにより、検討・整理する。 
特殊性の注目種の選定例を表 4-6 に示す。 
 

表 4-6 特殊性注目種の抽出例 
注目種 環境類型 抽出根拠 

キクガシラコ

ウモリ 
哺乳類 洞窟 事業予定地及びその周辺の洞窟で

確認されている。 
調査地域周辺の特殊な環境を代表

することから抽出した。 
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5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 
 
 
 
5.1 植 物 

 現況調査 
植物調査にあたっては、①直接的な観察による方法、②聞き取りによる方法 から適切な方

法を選択して行うか、または、これらの方法を組み合わせて行う。なお、必要に応じて写真撮

影や標本の持ち帰り等を行う。 
 

調査項目 
植物に係る現地調査項目は、植物相調査においては、生育種、分布状況、生育環境等

とし、植生調査においては、群落分布、群落特性等とする。 
調査対象種は、環境影響評価の対象とする生物群として維管束植物(陸域、淡水域)、

多細胞藻類、付着藻類、植物プランクトン、大型藻類(海域の藻場)から、事業特性及び

地域特性を勘案して適切に選定する。 
 

調査対象区域 
現地調査の対象区域は、開発事業による影響が予想される範囲を基本とし、直接改変

が行われる区域だけでなく、間接的な影響が及ぶおそれのある周辺地域も調査対象区域

に加える。また、開発事業に伴い、事業実施区域外で道路整備や河川改修等の密接不可

分な付帯工事が行われる場合には、それらの工事も開発事業の一部として取り扱う。 
陸生植物の現地調査の範囲は表 5-1 に示す範囲を基本として、適切に設定する。 
また、水生植物に対する影響は主として水象変化と水質汚濁によるものであるが、影

響の及ぶ範囲は個々の事業ごとに、あるいは水域ごとに大きく異なるため、水生植物に

係る現地調査の範囲は、事業特性、水域特性並びに水象、水質の現地調査に係る調査対

象区域を十分考慮したうえで、直接改変区域を中心として安全側に考慮して設定する。 
なお、小規模な湿地、池沼、小川等の淡水域に生育する水生高等植物については陸生

植物に含めてよい。 

表 5-1 陸生植物の現地調査の範囲 

面的開発 
事業実施区域内及びその周辺 100m の範囲 
※面整備事業環境影響評価技術マニュアル 参照 

線的 
開発 

道路・鉄道

等 
道路・軌道端から各 200m の範囲 
※道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版） 参照 

備考)この範囲は一般的に考えられる最低限度を示したものであるため、調査実施にあたっては、個々

の事業の及ぼす間接的な影響や既存資料調査結果に基づく地域特性を十分勘案したうえで適宜、拡大

して調査対象区域を設定する。 

評価書案段階の調査は、実施計画書手続を経て確定した調査項目・内容について、現地調
査を行うこととする。なお、最新の資料がある場合は更新を行う。 
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調査時期 
現地調査は各種の特性が最も良く把握できる時期に実施することが望ましい。植物の

調査期間は原則として 1 年とし、以下では調査の適期及び季節変化の把握に必要な最低

限の回数を示す。 
一般的に、木本類では葉の出揃う 6 月～9 月(特に 8 月)、同定が容易な花期(5 月～6

月)及び結実期(10 月)が現地調査の適期である。また、草本類では一般的に、生育盛期

となる 6 月～9 月及び春秋の開花期が、シダ類では生育盛期となる 6 月～9 月及び胞子

の現われる 10 月が現地調査の適期である。したがって、原則として植物に係る現地調

査は 4 月から 10 月の期間に行う。 
ただし、既存資料調査で貴重種等の特に配慮が必要な種の存在が明らかである場合は、

その適期も考慮する必要がある。 
植生調査については、この期間に 1 季以上、植物相調査については 3 季以上実施する

ものとし、各季節について植生または植物相の状況が把握できる日数を現地調査実施日

として設定する。ただし、種により生育盛期が異なることから、調査時期の決定にあた

っては、既存資料調査の結果から把握した生育種の状況並びに地形、気候等、地域特性

を考慮する必要がある。 
水生植物のうち藻場に係る調査については、海藻の種類により季節的消長が異なるた

め、その生育特性を考慮して、季節ごとあるいは早春季～春季を含む期間に 2 季以上実

施する。 
 

調査方法 
以下に、植物調査方法の代表的なものを例として挙げる。 
 

 陸生植物(植物相) 
植物相に係る調査は、調査ルートを設定して直接的な観察により行う。調査ルートは

図 5-1 に示すように調査対象区域における植物の生育環境を網羅するよう設定する。湿

地等の特殊な生育環境については、貴重種等が生育する可能性が高いため、特に留意し

て調査を実施する。 
調査は、調査ルートを踏査し、出現する植物を同定、記録して行う。また、水生高等

植物の調査にあたっては、岸辺の踏査に加え、代表的地点における採取等により同定、

記録を行う。なお、必要に応じて写真撮影、標本作成（貴重種等は配慮が必要）を行う。 
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図 5-1 調査ルート設定模式図 

(注)A～E は環境タイプ(植生タイプ) 
 

 
 陸生植物(植物群落) 

植生に係る調査は、種組成に基礎をおく植物社会学的方法により行う。これは、方形

区(コドラート)を設定して階層別に種組成、被度、群度等を記録する方法である。方形

区は種組成及び立地条件が均質な部分に設定する必要があり、正方形を基本として、そ

の一辺の大きさは対象とする方形区内の高木層の樹高を目安とする。 
各種群落の標準的な方形区の大きさの例を表 5-2 に示す。 
 

表 5-2 各種群落の標準的な方形区の大きさの例 

樹 林 

低木林 

高茎草原（ススキ草原） 

低茎草原（高山草原） 

コケ・地衣群落 

10m × 10m ~   20m × 20m 

 5m ×  5m ~   10m × 10m 

 2m ×  2m ~    5m ×  5m 

 1m ×  1m ~    2m ×  2m 

0.3 m ×  0.3m ~  1m ×  1m 

出典：「植生に係る環境影響評価手法に関する研究」(神戸植生研究会 昭和 55 年) 
 
方形区は、調査対象区域に成立する各植生タイプについて、代表的地点にそれぞれ設

定する。設定数は、個々の植生タイプの面積あるいは事業実施区域全体の面積、分割し

た植生タイプ数によって増減はあるものの、概ねひとつの植生タイプについて 5 地点以

上とする。また、植生タイプとしての面積は小さくても、自然性の高い群落については、

特に留意して調査を実施する。 
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調査は、方形区ごとに群落の階層構造、出現種の被度及び群度、地形、風当たり、日

当たり、土湿等を植生調査票に記録して行う。また、必要に応じ、主要な群落の代表地

点において林野土壌調査法(「森林土壌の調べ方とその性質」、林野庁、林野弘済会、昭

和 57 年)に準じた土壌断面調査を実施する。 
藻場に係る調査は、植物相調査、植生調査に準じて調査地点を設定し、直接観察によ

り行う。調査地点は調査対象区域の代表的地点とし、選定にあたっては海岸地形の変化

や海流の特性に配慮する。調査は、船上から箱メガネ等を用いて目視観察することによ

り行う。船上からの目視が困難な場合は潜水観察、標本採取の方法を併用し、必要に応

じて坪刈りを実施する。併せて藻場の生育外緑、分布状況、水深、被度、基質の状況等

を記録する。 
 

 植物プランクトン 
採水には、バンドーン式採水器を使用し、2 リットルの試

料を取る。採取した試料は、ポリ瓶(2 リットル広口瓶等)に
入れて固定する。 

 
 

「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖編】」 

(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

 
調査結果の整理方法 
調査手法は、調査の基本となるものであるため、調査項目、調査対象種、調査対象区

域、調査時期及び日数、調査地点及びルート、調査方法等について正確に整理する。 
調査対象区域、調査地点及びルートは縮尺 2、500 分の 1 から 1 万分の 1 程度の地形

図上に調査対象種ごとに示す。 
 

植生調査結果の整理方法 
 群落の区分及び同定 

現地調査によって得られた植生調査票を基に素表、常在度表、部分表を順次作成し、

同様の種組成をもった群落を、その組成上の特異性からひとつの群落に抽象化する。抽

象化された群落の組成上の特徴が、群集としてすでに単位づけられているものと同じで

あれば、その群落は群集として取扱う。 
区分した群落または群集の組成は、それぞれの区分種または標微種を明示した組成表

の形で示すとともに、主要な群落の植生断面模式図を作成する。また、群落ごとに名称、

分布地、主な構成種、面積、事業実施区域に対する面積の割合等を一覧表に整理する。 
これらの図表の例を以下に示す。  

【バンドーン式採水器】 
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表 5-3 植生調査票の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典 「植生に係る環境影響評価手法に関する研究」 
(神戸植生研究会 昭和 55 年)  
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表 5-4 素表の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

出典 「植生に係る環境影響評価手法に関する研究」 
(神戸植生研究会 昭和 55 年) 

 
表 5-5 部分表の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典 「植生に係る環境影響評価手法に関する研究」 
(神戸植生研究会 昭和 55 年)
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表 5-6 組成表の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)1 つの群落あるいは群集の組成表には最低５調査区の資料が含まれていることが望ましい。 
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図 5-2 植物断面模式図の例 

 

表 5-7 群落概要のとりまとめ例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

シイ・カシ

二次林 

アカマツ

群落 

アベマキ-
コナラ群

集 

その他植

林 
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 植生図の作成 

現存植生図は現存植生の分布実態を示すものであり、群落識別の手法によって区分さ

れた各群落を地図上に具体的に配分して描いていくが、未踏査地域については、各群落

の生育地の特性や生態特性を把握したうえで、空中写真を判読して埋めていく。 
これらの図表の例を以下に示す。 
なお、植生図はできる限りカラー表示とすることが望ましい。 
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出典：「環境省 2004-2014 年」自然環境保全基礎調査 植生調査情報提供 523501 神戸首部」より抜粋 

（http://www.vegetation.biodic.go.jp/mesh2nd.php?mesh2nd=523501） 
図 5-3 現存植生図の例 

http://www.vegetation.biodic.go.jp/mesh2nd.php?mesh2nd=523501
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 植生の現況整理 
気候的要因(気温、降水量、暖かさの指数※等)、土地的要因(基盤地質、生育地の微地

形、標高、土壌の物理化学的性質等)及び人間を含めた動物の干渉要因等を考慮したうえ

で、調査対象区域の植生の概況、各群落の立地環境の面における特異性について述べる。 
土壌調査を実施した場合は、土壌断面模式図等を作成するとともに、植生との関係を

明らかにする。また、植生回復計画等の参考とするため、必要に応じ、潜在自然植生の

推定を行う。 
なお、藻場に係る調査結果の整理については、植生調査結果、植物相調査結果の整理

方法に準じて行う。 
※ある地域の各月の平均気温を取り、月平均気温 5 度を基準として、各月の平均気温の 5 度との差を累

積し、平均気温が 5 度より高い月の累積をいう。 

 
植物相調査結果の整理方法 
 確認種リスト 

現地調査により記録された植物については、まず、確認種リストに整理する。確認種

リストは分類順にとりまとめ、和名及び学名を示すとともに、分類に用いた図鑑名等を

明記する。種の学名及び配列の準拠文献の例を表 5-8 に示す。 
評価書案に記載する確認種リストは和名、学名に加えて簡単な備考(フィールドサイン

の種別、渡り区分等)を添えたものでよいが、貴重種等については、さらに確認地点及び

ルート番号、確認時期、確認方法を付記した詳細リストを作成しておく。なお、作成し

た確認種リストについては市域における既存確認種リストと照合しておくことが望ま

しい。 
確認種リストの例を表 5-9 に示す。また、確認種数をわかりやすく示すため、種類ご

とに分類群別の確認種数を作成する。分類群別確認種数表の例を表 5-10 に示す。 
なお、植物界の分類については、新エングラー体系や APG の新分類体系等が提唱さ

れているため、有識者等の意見を参考に適切に選定する。 
 

表 5-8 種の学名及び配列の基準となる図鑑等 

種類 図      鑑       名 

植 
 
 
 

物 

シダ植物 原色日本羊歯植物図鑑 田川基二 昭和 58 年 保育社 

種子植物 

日本の野生植物 草本Ｉ単子葉類  昭和 57 年 平凡社 
日本の野生植物 草本Ⅱ離弁花類 昭和 57 年 平凡社 
日本の野生植物 草本Ⅲ合弁花類 昭和 56 年 平凡社 
日本の野生植物 木本Ｉ        平成元年 平凡社 
日本の野生楯物 木本Ⅱ       平成元年 平凡社 
日本植物誌 顕花編 大井次三郎  昭和 53 年 至文堂 
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表 5-9 確認種リストの作成例(単子葉植物) 

科 名 種  名 学    名 備 考 

ガマ 
ヒメガマ 
ガマ 

Typha angustifolia 
Typha latifolia 

  

イネ アシボソ 
ススキ 
ミヤコザサ 
エノコログサ 

Microstegium vimineum 
Miscanthus sinensis 
Sasa nipponica 
Setaria viridis 

開花中 

カヤツリグサ 
カサスゲ 
アブラガヤ 

Carex dispalata 
Scirpus wichurae 

  

 

表 5-10 分類群別確認種数表の例(植物) 

分  類  群 科 種 
シ ダ 植 物 門 10 35 

種子

植物

門 

裸 子 植 物 亜 門 5 6 

被子

植物

亜門 

単 子 葉 植 物 綱 14 95 

双子葉 
植物綱 

離弁花亜綱 
合弁花亜綱 

50 
26 

184 
107 

合計 105 427 
 

 
 

 植物相の現況整理 
植物相の概況、特徴等を整理するにあたっては、確認種リスト、確認種数、分布状況、

生育環境等からできる限り周辺地域との比較を行う。 
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貴重種等の整理方法 
・貴重種等については、確認種リストから「神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデー

タ 2010-」(2010 年 神戸市)の貴重種等リスト(表 5-11)に基づき、抽出を行う。 
・市の既存確認種リストに記載されていない新しい種が確認された場合には、対応方針

を環境局環境保全部環境都市課に相談する。 
・また、併せて天然記念物、レッドデータブック掲載種、環境庁の自然環境保全基礎調

査の調査対象種等とも照合しておく。なお、これらに記載されていない種であっても、

事業者が特に必要と考えるものについては貴重種等に加えてよい。 
・抽出された貴重種等については貴重種等一覧表に整理するとともに、予測・評価に必

要な貴重種等分布図を作成する。 
・写真撮影、標本作成等を行った場合はこれらについても整理しておく。 
・既存資料調査によって把握した貴重種等についても一覧表及び地図上に示す。既存資

料調査結果には、引用した資料名、発行年度、発行元を明記する。 
・アセス図書の作成にあたっては、生息地の詳細な位置を記載しない等、盗掘等のおそ

れがないよう十分配慮する必要がある。 
 

表 5-11 市における貴重種等リスト(植物) 

 
 
 

  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

 5.1 植 物 

63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

5.1 植 物 

64 

 

 
 
 

  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

 5.1 植 物 

65 

 

 
 
 
 

  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

5.1 植 物 

66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：「神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010-」(2010 年 神戸市) 
 
 

法令等による指定状況の整理方法 
指定地域・地区等の名称、根拠法令等、規制内容等を一覧表に整理する。また、事業

実施区域との位置関係を明らかにするため、指定地域・地区等を地図上に表示する。 
使用した資料については、資料名、発行年度及び発行元を明記する。 
 
現況調査結果のまとめ 
既存資料調査及び現地調査により把握した事業実施区域及びその周辺の植物の現況

をとりまとめる。 
とりまとめにあたっては、植生調査結果、植物相調査結果、貴重種等調査結果等と併

せて可能な限り、個体群、分類群単位の集団、生育環境単位の集団等としてとらえ、そ

れらの特徴についてできる限り詳細に記述する。また、大気汚染、水質汚濁等の調査結

果を総合して、生態系という観点から整理するよう努める。 
 

  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

 5.1 植 物 

67 

 

 
 予 測 
開発事業の実施は、樹林の伐採や地形の改変によって事業実施区域に生育する植物の多

くに影響を及ぼすと同時に、事業実施区域内の改変区域に現況と大きく異なる生物群集、

生態系を成立させる可能性がある。また、周辺地域や事業実施区域内の保存緑地等の直接

改変を受けない区域の植物の生育環境にも二次的な影響を及ぼし、その区域に生育する植

物の個体数、種組成や生態系に変化が生じる場合がある。 
このように、改変を受ける区域と改変を受けない区域とでは開発事業の実施に伴う変化

の大きさと内容が大きく異なることから、予測は地形等の改変区域においては伐採、土工

事等による直接的影響を主要な予測対象として実施し、改変を受けない地域においては生

育環境の変化に伴う間接的影響を主要な予測対象として実施する。 
 
予測項目 
予測項目は、現況調査によって把握した植物を対象に植生改変量、貴重種等の消滅の

有無または影響の程度、植物相の変化等とする。 
具体的には、まず、緑被率の減少等の直接的な植生改変量を算出する。 
次に、現況調査によって把握した貴重種等のうち、直接的影響によって消滅する個体

数、群落の面積等を算出し、さらに、間接的な要因を抽出したうえで、これらの影響の

程度を推定する。また、植物相の変化についても可能な限り推定する。 
なお、環境保全上の事前配慮として、自然の保全または回復措置（※）を講じること

とした場合は、これらの効果を併せたうえで予測を行う。 
※当該事業の実施により改変・消失等した植生については、改変前の状態に回復する

ことを検討する必要がある。また、検討にあたっては、新たな環境を創出すること

も念頭に置く必要がある。 
具体的には、里山環境におけるクヌギやコナラの再生、河川環境における水際植生

(オギやヨシ等)の回復(復元)等が考えられる。 
 
予測対象区域 
開発事業による影響は多くの場合、直接的影響については事業実施区域内にとどまる

が、間接的影響については事業実施区域外にまで及ぶ。したがって、予測対象区域は、

開発事業による直接的影響及び間接的影響が予想される範囲とする。ただし、現地調査

対象区域はこれらのことを考慮して設定しているため、予測対象区域は予測対象種に関

する現地調査対象区域と概ね一致する。 
なお、現況調査の場合と同様、開発事業に伴って道路整備や河川改修等の付帯工事が

行われる場合は、事業実施区域外であっても直接的影響を受ける区域としてとらえてお

く。 
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予測対象時期 
予測対象時期は、開発事業の工事工程計画や供用計画に応じ、影響を的確に推定でき

る時点に設定する。 
植物に対する直接的影響は主として工事段階に発現するが、間接的影響は工事の開始

から供用に至る各段階により様々な形で発現する。 
したがって、予測対象時期は直接的影響については工事完了時点(または供用開始時

点)、間接的影響については工事並びに供用の影響が最大となる時点とする。その際、生

活様式や移動能力の違い等により間接的影響の発現に時間差が生じる場合があるため、

間接的影響の予測対象時期の設定は、事業実施区域とその周辺地域の植物の状況と事業

計画を総合的に判断し、慎重に行わなければならない。 
 

予測方法 
 直接的影響に関する予測方法 

植物への直接的影響は、植物の枯死並びに生育地の消滅あるいは減少という形で現れ

る。 
事業実施区域の植生の変化については、開発事業の土地利用計画等と現況調査より得

た現存植生図等を比較し、群落ごとの改変面積及び造成後の緑地面積を求めることによ

り、各群落の消滅あるいは減少の程度、緑被率の変化を定量的に把握する。 
貴重種等への直接的影響のうち、森林の伐開、地形の改変、水面の埋立等の事業計画

と貴重種等の生育地、繁殖地等の分布状況を比較し、直接的な影響の有無、消失する生

育地等の面積及び個体数を定量的に把握する。 
 

 間接的影響に関する予測方法 
直接改変を受けない区域や事業実施区域周辺地域の植物に対する間接的影響は、植生

や地形の改変による微気象、水象等の変化によるもの、工事中及び供用後の人間活動に

よるもの、施設の存在そのものによるもの、あるいはこれらが連続的、複合的に作用す

ることによるもの等が考えられ、その結果は植物相の変化として現われる。 
このような間接的影響については、影響のプロセスや程度が十分解明されていないた

め、現段階では定量的な予測は困難であり、類似事例や関連する科学的知見に基づいて

影響の程度を推定するという定性的な予測方法を用いざるを得ない。 
具体的な予測方法としては、まず、貴重種等の生育特性等に関する科学的知見をでき

る限り収集し、間接的影響を与える可能性のある要因を抽出する。次いで、それぞれの

間接的影響の及ぶ範囲及びこれらによる植物の変化を類似事例を参考にして考察する。

間接的影響を及ぼす要因とそれによる影響の程度は地域特性、事業特性によって異なる

が、参考までにその例を表 5-12 に示す。 
  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

 5.1 植 物 

69 

 

 

表 5-12 間接的影響の例（植物） 

植 生 や 地 形

の改変による

微 気 象 水 象

等の変化によ

るもの 

・林縁を伐開した場合、林内の通風、日照等が変化し、耐陰性植物の減

少や土壌の乾燥化が起こる。 
・高層建築物を設置した場合、風象、日照時間等が変化し、植物の生育

を阻害する。 
・伐開、造成工事によって降水の流出率が増加し、地下水位、地下水量

が変化し、植物や土壌生物の生育を阻害する。 
・地形改変によって水系が変化した場合、土壌の乾燥又は過湿が起こり、

植物や土壌生物の生育を阻害する。 
・工事や供用によって、河川、池沼等の水位、水量が変化し、水生生物の

生育を阻害する。 

施 設 の 存 在

そのものによ

るもの 

・広範囲にわたる盛土、切土等の施工が、植生・植物相の生育環境を阻

害する。 
・埋立や防波堤の設置により潮流及び土砂運搬作用が変化し、水生生物

や海浜植物の生育を阻害する。 

工 事 中 及 び

供 用 後 の 人

間活勤による

もの 

・工事中及び供用後の大気汚染物質により、陸生生物の生育が阻害され

る。 
・工事中の濁水流出に伴う呼吸、光合成への悪影響や底質の悪化、供用

後の水質汚濁により、水生生物の生育が阻害される 
・人の踏込みが容易になることにより、特定の植物が採取され減少する。 

連続的、複合

的に作用する

ことによるもの 

・伐採、造成工事等によって植物の生育地が改変され、周辺の生態系が

変化する。 
・餌となる植物の減少に伴い、それらを摂取する動物が減少する。 
・都市に適応しやすい植物や耐汚染性の植物が増加し、現存種を駆逐す

ることにより、植物相が変化する。 
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次に、個々の要因とそれらの複合影響、さらに可能な場合には植物相の変化も考慮し

たうえで貴重種等の生育地、繁殖地等との位置関係から生育の可能性、個体数の変化等

を推定する。 
植物相に関しては、これらを個体群、分類群単位の集団、生育環境単位の集団等とし

てとらえ、可能な限り科学的知見や類似事例を収集し、大気汚染、水質汚濁等の他の項

目や植物の直接的影響に関する予測結果、回復緑地における復元の可能性等を勘案した

したうえで、開発事業の実施に伴う変化を明らかにするよう努める。 
ただし、貴重種等への間接的影響や生態系変化の予測については、これまで実証的な

研究が少なく、不確実な要素を多分に含んでいるため、安全側に配慮して行う。 
 

予測の前提条件の整理方法 
予測の前提条件となる土地利用計画、工事工程計画、供用計画、環境保全上の事前配

慮としての自然の保全または回復措置等を整理する。また、緑地保全方法、植栽実施方

法等についての事業者の方針を図表等を用いて具体的にとりまとめる。 
 

予測手法の整理 
予測手法は、予測の対象とした植物・動物ごとに、予測対象区域については地図上に

整理する。また、予測項目、予測対象時期、予測方法等については文章で整理する。 
 

予測結果の整理方法 
直接的影響に関する予測結果は、現況調査結果より作成した現存植生図や貴重種等分

布図に開発事業の土地利用計画等を重ね合わせた図面に整理する。また、保存緑地や回

復緑地が事業実施区域全体の相当程度を占める場合には、残存する群落と回復緑地を表

示した開発後の将来植生図も併せて作成する。 
群落ごとの面積の変化については、開発前後のそれぞれの面積及び事業実施区域に占

める割合等を一覧表として示す。また、開発後の緑被率については、緑地の種類ごとに

それぞれの面積及び事業実施区域に占める割合を一覧表として示し、開発前の緑被率と

比較する。これらの例を表 5-13 及び表 5-14 に示す。 
また、貴重種等の減少数または生育地等の改変面積及び貴重な群落の改変面積につい

ても可能な限り表に整理する。 
一方、間接的影響に関する予測結果の整理にあたっては、まず、間接的影響を及ぼす

と考えられる要因と植物の変化を一覧表にとりまとめる。その例を表 5-15 に示す。貴

重種等の生育環境の保全の観点から、直接的影響、間接的影響の有無または影響の程度

について整理するとともに、直接改変を受けない区域や、周辺地域への影響について要

約する。 
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次いで、それぞれの間接的影響が及ぶ範囲を現存植生図や貴重種等分布図の上に整理

する。特に水象、水質の変化によって引き起こされる間接的影響については、変化が生

じる水系を貴重種等分布図に重ね合わせることが有効である。 
これらの図表を用いて、直接的、間接的影響の内容、程度等を現況と比較しながら文

章でわかりやすく説明し、貴重種等の生育の持続可能性について述べる。 
また、植物相の変化についても文章でわかりやすく説明する。 
なお、予測の参考とした類似事例等の資料についても整理しておく。 
 

表 5-13 開発前後の群落面積の変化のとりまとめ例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 5-14 開発後の緑被率の変化のとりまとめ例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ｱﾍﾞﾏｷｰｺﾅﾗ群集 
アカマツ群落 

シイ・カシ二次林 

造 成 地  

市街地 
竹林  

ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ･ｻｳﾗ植林 

地 
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表 5-15 間接的影響の要因と植物の変化のとりまとめ例（植物） 

間 接 的 影 響 の要 因  環  境  の 変  化  植  物  の 変  化  

工事 

樹林の伐開 ・林縁部における日射・乾燥等微

気象の変化 
・シイ－カナメモチ群集林縁部におけるツルアリド

オシ、ミヤマウズラ等の林床草本類への生育阻

害、個体数の減少・林縁部土壌の乾燥化に伴う

地表・地中の動物相の変化 
造成工事 ・粉じんの付着 ・木本群落、草本群落の光合成障害による生育の

減退 
・夜間工事の照明による光環境の

変化 
・草本群落の開花・結実周期の変化 

・地形改変による水脈の変化 ・事業実施区域周辺にあるイトイヌノハナヒゲ群落

の生育減退 

施設 
盛土・切土道路 ・生息地、行動域の分断 ・事業実施区域周辺に生育する種の生育環境の

変化 
高層建築物 ・日照、通風条件の変化 ・日陰等による生育環境の変化 

供用 

自動車排出ガス

の発生 
・大気質の変化 ・事業実施区域トンネル出口付近における自動車

排出ガスの集中による樹木への生育阻害 
人間の活動 ・周辺生態系の変化 ・ラン類等特定の植物の採取による減少あるいは

消滅 
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 環境保全措置 
基本的な考え方 
評価書案段階では環境保全措置の検討に先立ち、早期段階で検討した環境保全措置の

考え方や環境配慮の内容について、網羅的な整理が必要となる。環境保全措置の内容に

ついては、事後調査において効果の検証を行うことから、評価書案及び評価書に具体的

に記載する必要がある。 
 
環境保全措置の検討 
予測結果から得られた貴重種等及び貴重な植物群落並びに生育環境の変化状況に応

じて、環境保全措置を講じる必要性があると判断された場合には、保全措置の検討対象、

検討目標、検討手順・方針等を設定する。 
環境保全措置(回避・低減、代償措置)の検討を行うにあたっては、実施計画書で示し

た事業特性、陸上植物に関する地域特性、予測結果等に基づき、これまでの環境保全措

置の検討経緯を踏まえて、保全措置の検討対象、検討目標、検討手順・方針等を設定す

る。 
対象事業の調査地域内に貴重種等及び貴重な植物群落の存在が確認された場合等、環

境保全措置を検討する必要があると判断された場合には、事業者は実行可能な範囲で環

境影響を回避・低減することを最優先とする。 
なお、回避、低減が困難な場合には、損なわれる価値を代償するための措置を講じる。 

 
環境保全措置の検討対象 
保全措置の検討対象は、貴重種等及び貴重な植物群落並びにその生育地や環境条件等

とする。 
 

検討目標 
貴重種等及び貴重な植物群落並びにその生育地や環境条件等について、影響の回避、

低減または代償措置を検討する上での目標を設定する。 
検討目標の設定に当たっては、調査及び予測結果を活用し、可能な限り数値等による

客観的な目標を設定することが望ましい。検討目標になる項目は、貴重種等及び貴重な

植物群落の分布範囲、現存量、生育密度、存在に係わる主要な環境要因等とする。 
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検討手順 
事業に伴う影響要因、影響の重大性、実行可能性、環境影響評価の実施時期等を勘案

し、環境保全措置の検討手順及び方針を明らかにする。なお、環境保全措置の検討の際

の基本的な考え方は以下に示すとおりである。 
 
① 環境保全措置を検討する必要があると判断された場合には、その影響を「回避」

し、また「低減」するための措置を優先して検討する。 
② 回避、低減措置による効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理

由により回避、低減措置の実行が不可能であると判断された場合に「代償」措置

を検討する。 
③ 代償措置を検討する際には、事業実施区域内で行うことを基本とし、代償措置を

実施する場とその周辺を含む環境の前提条件、空間的・時間的な環境変化、管理

体制等を十分に考慮する。 
④ 代償措置を事業実施区域外で行う場合は、その地域で定められた環境基本計画や

環境配慮指針等の上位計画を含む環境保全施策や、他の事業計画との整合を図る

必要がある。 
⑤ 事業の計画段階に対応して、想定された影響要因の区分から、「存在・供用」の

影響に対する環境保全措置と、「工事」の影響に対する環境保全措置の検討をそ

れぞれ区別しつつ、関連づけて行う必要がある。 
 

  



5．評価書案段階における現況調査・予測・評価手法及び環境保全措置 

 5.1 植 物 

75 

 

 
 評 価 
回避・低減、代償に係る評価 
環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施により貴重種等及び貴重な植物群

落に係る環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避または低減され、

また環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 
また、環境保全措置に関して、環境影響を最小限にとどめるよう、いかに実行可能な

範囲内で最大限の努力を払ったかについて評価する。なお、評価に際しては、評価に係

る根拠及び検討の経緯を明らかにし、整理する。 
 
国、県または市が実施する環境保全に関する施策との整合性に係る評価 
事業者が計画する環境保全措置について、国、県または市が実施する環境保全に関す

る施策との整合性が図られているか否かについて評価する。 
 

評価結果の整理方法 
貴重種等の生育環境の保全に関する評価においては、それぞれの生育の持続または回

復の可能性についてできる限り定量的に説明する。 
環境保全措置を講じることとした場合には、予想される影響の内容、環境保全措置選

定理由についてとりまとめ、無対策の場合と比較して影響の低減または回復の程度につ

いてできる限り定量的に説明する。 
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5.2 動 物 
 現況調査 
動物の行動特性はその種類または体の大きさにより異なることから、実際の調査にあた

っては、行動特性の差異を考慮して、①直接的な観察による方法、②間接的な観察による

方法、③捕獲による方法、④聞き取りによる方法 から適切な方法を選択して行うか、ま

たは、これらの方法を組み合わせて行う。なお、必要に応じて写真撮影や標本の持ち帰り

等を行う。 
 

調査項目 
動物に係る調査項目は、環境影響評価の対象とする生物群として哺乳類、鳥類、爬虫

類、両生類、昆虫類、陸産貝類、クモ類、土壌動物、魚類、底生動物、動物プランクト

ン、甲殻類、軟体動物から、事業特性及び地域特性を勘案して適切に選定する。 
 

調査対象区域 
現地調査の対象区域は、開発事業による影響が予想される範囲を基本とし、直接改変

が行われる区域だけでなく、間接的な影響が及ぶおそれのある周辺地域も調査対象区域

に加える。また、開発事業に伴い、事業実施区域外で道路整備や河川改修等の密接不可

分な付帯工事が行われる場合には、それらの工事も開発事業の一部として取り扱う。 
なお、動物は移動性を有することから、既存資料調査の結果、行動範囲の広い貴重種

等が生息している可能性が高いと考えられる場合には、調査対象区域を拡大して現地調

査を実施する。 
動物の現地調査の範囲は表 5-16 に示す範囲を基本として、適切に設定する。 
 

表 5-16 動物の現地調査の範囲 

面的開発 
事業実施区域内及びその周辺 100m の範囲 
※面整備事業環境影響評価技術マニュアル 参照 

線的 
開発 

道路・鉄道

等 
道路・軌道端から各 200m の範囲 
※道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版） 参照 

備考)この範囲は一般的に考えられる最低限度を示したものであるため、
調査実施にあたっては、個々の事業の及ぼす間接的な影響や既存資料調査
結果に基づく地域特性を十分勘案したうえで適宜、拡大して調査対象区域
を設定する。 

なお、動物は移動性を有することから、既存資料調査の結果、行動範囲
の広い貴重種等が、生育している可能性が高いと考えられる場合には、調
査対象区域を拡大して現地調査を実施する。（「猛禽類保護の進め方（改
訂版）」等を参照。） 
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調査時期 
現地調査は各種の特性が最も良く把握できる時期に実施することが望ましい。動物の

調査期間は原則として 1 年とし、確認が容易な活動期に現地調査を実施する。 
以下、市の地域特性を踏まえ、適切な調査時期及び最低限必要な調査回数について示

す。なお、種により活動期や活動時間帯が異なることから、調査時期、調査時刻の決定

にあたっては、既存資料から把握した生息種の状況等を考慮する必要がある。 
 

 哺乳類 
哺乳類は一般的に優れた移動能力を有し、季節により活動領域が異なるものがあるた

め、繁殖期(4月～8月)及び越冬前(10月～11月)の期間を含む 3季以上調査を実施する。 
調査頻度は、各季節について哺乳類相の状況が把握できる日数を現地調査実施日とし

て設定する。 
 

 鳥 類 
鳥類は渡りの習性があることから季節によって種構成が著しく異なるため、繁殖期な

いし春の移動期(4 月～6 月)及び越冬期(11 月～1 月または 12 月～2 月)を含む 4 季調査

を実施する。 
可能な場合には、秋の移動期(8 月中旬～10 月上旬)についても調査を実施する。特に

西区においてはため池群周辺でのシギ・チドリ類の飛来が多いことに留意する。 
調査頻度は、各季節について鳥類相の状況が把握できる日数を現地調査実施日として

設定する。 
 

 爬虫類・両生類 
爬虫類については、活動期(6 月～10 月)を含む 3 季以上調査を実施する。 
両生類については、確認が容易な小型サンショウウオ類の産卵期(2 月)及びカエル類

の繁殖期(5 月中旬～6 月)を含む 3 季以上調査を実施する。 
調査頻度は、各季節について爬虫類・両生類相の状況が把握できる日数を現地調査実

施日として設定する。 
 

 魚 類 
淡水魚類については、その生活、行動特性に配慮して繁殖期(5 月～6 月)、活動期(9

月～10 月)を含む 2 季以上調査を実施する。 
海産魚類については、分布状況、出現状況等を把握するため、産卵、遡上、降海、回

遊期等を考慮して 2 季以上調査を実施する。 
調査頻度は、各季節について魚類相の状況が把握できる日数を現地調査実施日として

設定する。 
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 昆虫類 
成虫の活動期や生活、行動特性から出現種の季節性を考慮して 4 月～6 月、7 月～8

月、9 月～10 月を含む 3 季以上調査を実施する。また、ホタル類やセミ類等、生息状況

が確認できる期間が限定されているものについては、上記によらず適期における現地調

査を実施する。 
水中生活を営むトンボ類、ホタル類等の幼虫については、冬季を含む期間に 2 季以上

調査を実施する。 
調査頻度は、各季節について昆虫類相の状況が把握できる日数を現地調査実施日とし

て設定する。 
 

調査方法 
以下に、動物調査方法の代表的なものを例として挙げる。 

 
 哺乳類 

中・大型哺乳類については、足跡、糞、食痕、坑道等の生活痕を観察することにより、

間接的に動物種を推定するフィールドサイン法を用いる。調査は、調査対象区域の哺乳

類の生育環境を網羅するように設定した調査ルートを踏査し、目撃、生活痕により種を

記録して行う。 
小型哺乳類については、捕獲による方法を併用する。調査は、調査対象区域における

哺乳類の生育環境に配慮して主要環境タイプごとに設定した調査地点ごとに、生けどり

式等のわなを 20 個程度設置し、2 晩繰返して行う。餌には、動物性のもの、植物性の

もの等多種のものを使用する。 
また、これらの調査を補完するため、哺乳類全般を対象とした聞き取り調査を実施す

る。調査は、地元愛好者や狩猟関係者等哺乳類について知識を有する人を対象として行

う。なお、猟期には多数のハンターが入山するため、有効な聞き取り調査を実施できる

が、発砲による事故防止に注意が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-4 シャーマン型トラップ(ネズミ類) 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 
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図 5-5 無人撮影装置 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」 (国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

 
 

 鳥 類 
鳥類については、直接的な観察による方法を用いる。直接的な観察による方法として

は、定点観察法とラインセンサス法があるが、湖沼、海浜等の視野が広い場合を除いて、

広い地域の鳥相を把握できるラインセンサス法を用いる。 
ラインセンサス法による調査は、調査対象区域における鳥類の生育環境を網羅するよ

うにルートを定め、ルート上を緩歩行しつつ、目視と鳴き声により、出現した鳥類の種

類、個体数を記録して行う。また、必要に応じルートから離れたランダム調査を行う。

これらは、鳥類の活動時間帯を考慮し、できるだけ早朝～午前中に実施する。海浜、干

潟における調査では特に干潮時刻に調査を実施する必要がある。 
また、フクロウ等の夜行性の鳥類については、聞き取り調査による方法が有効である。 
 

 猛禽類 
猛禽類は生態系の上位種となることから、既存資料調査や現地調査において猛禽類の

生息情報が得られた場合には、鳥類調査とは別に猛禽類調査を実施する必要がある。 
猛禽類調査は定点観察を基本とし、調査時期、定点配置、調査方法等については学識

経験者等にヒアリングを行い適切に実施する。 
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 爬虫類、両生類 
爬虫類及び両生類については、直接的な観察による方法を用いる。 
調査ルートは調査対象区域における爬虫類、両生類の生育環境を網羅するように設定

する。特に両生類については谷筋や池沼等の水辺を中心としたルート設定を行う。調査

は、調査ルートを踏査し、成体、幼生、卵塊等の目撃、採集等により、出現種を記録し

て行う。 
貴重種等にあって産卵時期、産卵場所、生息場所、活動時間帯等が限定されるものに

ついては、特にこれらに配慮して調査を実施する。また、聞き取り調査を併用すること

も有効である。 
 

 魚 類 
魚類については、直接的な観察による方法、または捕獲による方法を用いる。 
直接的な観察による方法は、淡水域にあっては主要河川、渓流沿いに設定したルート

の踏査または代表的地点での潜水等により、また、海域にあっては潜水あるいは船上か

らののぞき箱により目視観察される生息種を記録して行う。記録する際には、写真撮影

やビデオ撮影による方法を併用するとよい。 
捕獲による方法は、調査対象区域の河川、池沼の代表的な地点において投網、タモ網

等を用いて行う。海域については、地形、潮流、季節、魚種等により生息場所が異なる

ことから、浅海での投網、タモ網による方法を除けば、専門の漁師に依頼する方法が確

実である。 
また、これらの調査を補完するため、聞き取り調査を実施することも有効である。調

査は、地元有識者等、漁業関係者、釣人等を対象として行う。 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-6 投網による捕獲      図 5-7 タモ網による捕獲 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 
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 昆虫類 

昆虫類は種類数が極めて多く、生活環境も多様であらゆる環境タイプに適応した生活

を営んでいることから、以下に示す各調査方法を組み合わせて行う。 
ア) ルートセンサスによる方法 
調査対象区域における昆虫類の生息環境を網羅するように設定したルートを踏査し、

成体、幼虫、蛹、マユ、卵等の観察、採集等により出現種を記録する。河川、池沼、湿

地等に生育する水生昆虫類や大木の樹洞等の特殊な環境に生育する昆虫類については

特に留意して調査を実施する。 
また、水中生活を営むトンボ類、ホタル類等の幼虫の調査は、河川、池沼、湿地等を

踏査し、手網等により任意採取して行う。ルート設定にあたっては、淵、瀬等の生息環

境を網羅するよう留意する。 
さらに、ルート踏査中に草地性昆虫類及び飛翔性昆虫類を対象としたスウィーピング

(すくい網)、樹上性昆虫類を対象としたビーティング(たたき網)を実施する。スウィーピ

ング及びビーティングの方法を図 5-8 及び図 5-9 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-8 スウィーピング 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-9 ビーティング 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

  

※枠の強い捕虫網を用い、草本や低木

の枝等をすくい採取する。一定回数

すくうことにより定量的な把握も

可能である。 

※丈夫な棒で葉や枝をたたき、

落下する昆虫類たたき網と

呼ばれる布で受け採取する。 
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イ) ポイントセンサスによる方法 
①ピットフォールトラップ法 
地上徘徊性昆虫類を対象としたピットフォールトラップ法は、図 5-10 に示すように

地表に埋めこんだトラップに落下する昆虫類を記録する方法である。 
調査は、調査対象区域における昆虫類の生息環境に配慮して主要環境タイプごとに調

査地点を設定し、各地点に 10 個～20 個のトラップを埋め込み、2 日間放置後回収し、

種の同定、数を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-10 ピットフォールトラップ法 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

 

②ライトトラップ法 
夜間飛翔性昆虫類を対象としたライトトラップ法は、図 5-11 に示すように誘引灯火

に飛来する昆虫類を記録する方法である。 
調査は、調査対象区域の生育環境、夜間飛翔性昆虫類の飛来距離を考慮しながら、1

地点～数地点において実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-11 ライトトラップ法(ボックス法) 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル」(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

 
  

※プラスチック製コップ等を上端が地

表と一致するように埋め込んで落下

する昆虫類を記録する。必要に応じト

ラップ内に腐肉等の誘引剤を入れる。

(ベイトトラップ法) 

※見通しの良好な地点に日没後、誘引灯

火(ブラックライト、昼光色蛍光灯、

白熱電球等)を点灯し、飛来する昆虫

類を記録する。 
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③マライゼトラップ法 
飛翔性昆虫類を対象としたマライゼトラップ法は、図 5-12 に示すようにナイロンネ

ットと捕虫管を組み合わせたトラップに飛来する昆虫類を記録する方法である。調査は、

調査対象区域の生息環境や生息する昆虫類を考慮しながら、1 地点～数地点において有

効な設置地点が確保できる場合に実施する。 
林道端、林縁部等にナイロンネット等を垂直に張り、上縁を斜めにした屋根の頂点に

捕虫管を口を下にして取りつけ、飛来する昆虫類を捕虫びんに導入し、記録する。 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-12 マライゼトラップ法 

 
 動物プランクトン 

動物プランクトンは、植物プランクトンと同様にバンドー

ン式採水器を使用し、10 リットル採水し、網目(約 40μm)
のこし網で濾過し、こし網に残ったものを動物プランクトン

試料とする。 
または、丸川式定量ネット等を用いて動物プランクトンを

採取する。採取した試料は、ポリ瓶(500ml 程度)に入れて固

定する。 
 
「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル【ダム湖編】」 

(国土交通省 平成 24 年 3 月一部改訂) 

 
  

【丸川式定量ネット等】 
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詳細調査 
既存資料調査の結果、貴重種等の分布することが明らかな場合または現地調査におい

て貴重種等が確認された場合には、その貴重種等を対象として別途、詳細な調査を実施

する。このため、これまでに述べた既存資料調査及び現地調査は常に貴重種等の存在の

有無に留意しながら進め、貴重種等の存在が明らかになった場合には、直ちに詳細調査

実施計画を立案する。 
詳細調査は、貴重種等の予測・評価及び環境保全措置に必要な事項(生育状況、繁殖状

況、個体数(生育密度)、生態特性等)を調査項目とし、調査時期、調査方法等については

学識経験者等の助言、指導を受けて実施する。この場合、予測・評価及び環境保全措置

についても学識経験者等の意見を聴く。 
なお、詳細調査の対象とする貴重種等の特性によっては、長期間、広い地域の調査が

必要となる場合もあることに留意しておく。 
 

調査結果の整理方法 
調査手法は、調査の基本となるものであるため、調査項目、調査対象種、調査対象区

域、調査時期及び回数、調査地点及びルート、調査方法等について正確に整理する。 
調査対象区域、調査地点及びルートは縮尺 2、500 分の 1 から 1 万分の 1 程度の地形

図上に調査対象種ごとに示す。 
 

動物相調査結果の整理方法 
 確認種リスト 
現地調査により記録された動物種については、まず、確認種リストに整理する。確認

種リストは分類順にとりまとめ、和名及び学名を示すとともに、分類に用いた図鑑名等

を明記する。種の学名及び配列の準拠文献の例を表 5-17 に示す。 
環境影響評価書案に記載する確認種リストは和名、学名に加えて簡単な備考(フィール

ドサインの種別、渡り区分等)を添えたものでよいが、貴重種等については、さらに確認

地点及びルート番号、確認時期、確認方法等を付記した詳細リストを作成しておく。な

お、作成した確認種リストについては市域における既存確認種リストと照合しておくこ

とが望ましい。 
確認種リストの例を表 5-18 に示す。また、確認種数をわかりやすく示すため、種類

ごとに分類群別の確認種数表(表 5-19)を作成する。 
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表 5-17 種の学名及び配列の基準となる図鑑等 

種類 図      鑑       名 

動 
 
 
 

物 

哺乳類 
原色日本哺乳類図鑑 岡田 要他 昭和 51 年 保育社 
文部省学術用語集 動物学編 昭和 63 年 丸善 
日本産哺乳類頭骨図説 北海道大学図書館刊行会 平成 12 年 

鳥  類 フィールドガイド 日本の野鳥 昭和 57 年(財)日本野鳥の会 
日本鳥類目録改訂第 7 版 平成 24 年 日本鳥学会 

爬虫類 
両生類 

原色両生爬虫類図鑑 中村健児他 昭和 57 年 保育社 
日本カエル図鑑 前田憲男他 平成元年 文一総合出版 
日本産野生生物目録-本邦産野生動植物の種の現状-脊椎動物編 平成 5 年 環境庁編 
爬虫類両棲類学会報 第 2003 巻 第 1 号 日本爬虫類両棲類学会 平成 15 年 

魚  類 日本産魚類大図鑑 益田 一他 昭和５９年 東海大学出版会 
河川水辺の国勢調査のための生物リスト 財団法人リバーフロント整備センター 平成 22 年度 

昆虫類 日本産昆虫総目録（Ｉ、Ⅱ、索引）平島義宏監修 平成元年 九州大学 

 
表 5-18 確認種リストの作成例(鳥類) 

目 名 科 名 種   名 学    名 渡り区分 
コウノトリ サギ ゴイサギ Nycticorax nycticolax 留鳥 
          コサギ Egretta garzetta 留鳥 
ワシタカ ワシタカ トビ Milvus migrans 留鳥 
スズメ ツバメ ツバメ Hirundo rustica 夏鳥 
    ヒタキ シロハラ Turdus pallidus 冬鳥 
          ツグミ Turdus naumanni 冬鳥 

 
表 5-19 分類群別確認種数表の例(鳥類) 

目 科 種 
コウノトリ目 1 1 
ガンカモ目 1 1 
ワシタカ目 2 8 
ハ ト 目 1 2 
アマツバメ目 1 1 
キツツキ目 1 1 
ス ズ メ 目 14 37 

合 計 21 51 
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 動物相の現況整理 
動物相の概況、特徴等を整理するにあたっては、確認種リスト、確認種数、分布状況、

生育環境等からできる限り周辺地域との比較を行う。鳥類については、調査ルート、期

日ごとあるいは調査全体での個体数、優越種を示し、表に整理しておくことが望ましい。 
 

貴重種等の整理方法 
・貴重種等については、確認種リストから「神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデー

タ 2010-」(2010 年 神戸市)の貴重種等リスト(表 5-20)に基づき、抽出を行う。 
・市の既存確認種リストに記載されていない新しい種が確認された場合には、対応方針

を環境局環境保全部環境都市課に相談する。 
・貴重種等の抽出にあたっては、併せて天然記念物、レッドデータブック掲載種、環境

省（庁）の自然環境保全基礎調査の調査対象種等とも照合しておく。なお、これらに

記載されていない種であっても、事業者が特に必要と考えるものについては貴重種等

に加えてよい。 
・抽出された貴重種等については貴重種等一覧表に整理するとともに、予測・評価に必

要な貴重種等分布図を作成する。 
・アセス図書の作成にあたっては、生息地の詳細な位置を記載しない等、捕獲・採集の

おそれがないよう十分配慮する必要がある。 
・写真撮影、標本作成等を行った場合はこれらについても整理しておく。既存資料調査

によって把握した貴重種等についても一覧表及び地図上に示す。 
・既存資料調査結果には、引用した資料名、発行年度、発行元を明記する。 
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表 5-20 市における貴重種等リスト(動物) 
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出典：「神戸の希少な野生動植物-神戸版レッドデータ 2010-」(2010 年 神戸市) 
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法令等による指定状況の整理方法 
指定地域・地区等の名称、根拠法令等、規制内容等を一覧表に整理する。また、事業

実施区域との位置関係を明らかにするため、指定地域・地区等を地図上に表示する。 
使用した資料については、資料名、発行年度、発行元を明記する。 
 

現況調査結果のまとめ 
既存資料調査及び現地調査により把握した事業実施区域及びその周辺の動物の現況

をとりまとめる。 
とりまとめにあたっては、動物相調査結果、貴重種等調査結果等と併せて可能な限り、

個体群、分類群単位の集団、生息環境単位の集団等としてとらえ、それらの特徴につい

てできる限り詳細に記述する。また、大気汚染、水質汚濁等の調査結果を総合して、生

態系という観点から整理するよう努める。 
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 予 測 
予測の実施方法 
開発事業の実施は、樹林の伐採や地形の改変によって事業実施区域に生息する動物の

多くに影響を与えると同時に、事業実施区域内の改変区域に現況と大きく異なる生物群

集、生態系を成立させる可能性がある。また、周辺地域や事業実施区域内の保存緑地等

の直接改変を受けない区域の動物の生息環境にも二次的な影響を及ぼし、その区域に生

息する動物の個体数、種組成や生態系に変化を生じさせる。 
このように、改変を受ける区域と改変を受けない区域とでは開発事業の実施に伴う変

化の大きさと内容が大きく異なることから、予測は地形等の改変区域においては伐採、

土工事等による直接的影響を主要な予測対象として実施し、改変を受けない地域におい

ては生育環境の変化に伴う間接的影響を主要な予測対象として実施する。 
 
予測項目 
予測項目は、現況調査によって把握した動物を対象に植生改変量、貴重種等の消滅の

有無または影響の程度、動物相の変化等とする。 
具体的には、現況調査によって把握した貴重種等のうち、直接的影響によって消滅す

る個体数、生息地の面積等を算出し、さらに、間接的な要因を抽出したうえで、これら

の影響の程度を推定する。また、動物相の変化についても可能な限り推定する。なお、

環境保全上の事前配慮として、自然の保全または、回復措置を講じることとした場合は、

これらの効果を併せたうえで予測を行う。 
 
予測対象区域 
開発事業による影響は多くの場合、直接的影響については事業実施区域内にとどまる

が、間接的影響については事業実施区域外にまで及ぶ。したがって、予測対象区域は、

開発事業による直接的影響及び間接的影響が予想される範囲とする。ただし、現地調査

対象区域はこれらのことを考慮して設定しているため、予測対象区域は予測対象種に関

する現地調査対象区域と概ね一致する。 
なお、現況調査の場合と同様、開発事業に伴って道路整備や河川改修等の付帯工事が

行われる場合は、事業実施区域外であっても直接的影響を受ける区域としてとらえてお

く。 
予測対象時期 
予測対象時期は、開発事業の工事工程計画や供用計画に応じ、影響を的確に推定でき

る時点に設定する。 
動物に対する直接的影響は主として工事段階に発現するが、間接的影響は工事の開始

から供用に至る各段階により様々な形で発現する。 
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したがって、予測対象時期は直接的影響については工事完了時点(または供用開始時

点)、間接的影響については工事並びに供用の影響が最大となる時点とする。その際、生

活様式や移動能力の違い等により間接的影響の発現に時間差が生ずる場合があるので、

間接的影響の予測対象時期の設定は、事業実施区域とその周辺地域の動物の状況と事業

計画を総合的に判断し、慎重に行わなければならない。 
 

予測方法 
 直接的影響に関する予測方法 
動物への直接的影響は動物の死あるいは逃避並びに生息地、繁殖地の消滅あるいは減

少という形で現れる。 
貴重種等への直接的影響のうち、移動能力の小さい動物(卵、幼虫等を含む)について

は、森林の伐開、地形の改変、水面の埋立等の事業計画と貴重種等の生育地、繁殖地等

の分布状況を比較し、直接的な影響の有無、消失する生育地等の面積及び個体数を定量

的に把握する。 
移動能力の大きい動物については、造成工事中に逃避し、一部は工事終了後に再び戻

ってくるため、直接的影響による個体数の変化を定量的に把握することは困難な場合が

多いが、この場合は生育地や繁殖地等の消滅、減少の程度を改変面積として定量的に把

握したうえで、個体数の変化を定性的に推定する。具体的には保存区域や周辺地域にお

ける生育の有無、生育地、繁殖地等の分布状況を把握し、これらの種の生態特性等の科

学的知見及び類似事例を可能な限り収集したうえで、学識経験者等の意見を参考に生育

の可能性、個体数の変化等を考察する。 
 

 間接的影響に関する予測方法 
直接改変を受けない区域や事業実施区域周辺地域の動物に対する間接的影響は、植生

や地形の改変による微気象、水象等の変化によるもの、工事中及び供用後の人間活動に

よるもの、施設の存在そのものによるもの、あるいはこれらが連続的、複合的に作用す

ることによるもの等が考えられ、その結果は動物相の変化として現われる。 
このような間接的影響については、影響のプロセスや程度が十分解明されていないた

め、現段階では定量的な予測は困難であり、類似事例や関連する科学的知見に基づいて

影響の程度を推定するという定性的な予測方法を用いざるを得ない。 
具体的な予測方法としては、まず、貴重種等の生態特性等に関する科学的知見をでき

る限り収集し、間接的影響を与える可能性のある要因を抽出する。次に、それぞれの間

接的影響の及ぶ範囲及びこれらによる動物の変化を類似事例を参考にして考察する。間

接的影響を及ぼす要因とそれによる影響の程度は地域特性、事業特性によって異なるが、

参考までにその例を表 5-21 に示す。 
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表 5-21 間接的影響の例（動物） 

植生や地形

の改変による

微気象水象

等の変化によ

るもの 

・伐開、造成工事によって降水の流出率が増加し、地下水位、地下水量が変化し、

土壌生物の繁殖等を阻害する。 
・地形改変によって水系が変化した場合、土壌の乾燥又は過湿が起こり、土壌生

物の繁殖等を阻害する。 
・工事や供用によって、河川、池沼等の水位、水量が変化し、水生生物の繁殖等

を阻害する。 

施設の存在

そのものによ

るもの 

・水路、側溝等の設置が、地上徘徊性の小動物の行動圈を分断する。また、これら

の小動物が落下し、死亡する。 
・長距離にわたる盛土、切土等の設置が、移勤能力の大きい哺乳類等の行動圏を

分断し、繁殖等を阻害する。 
・巨大な建築物の設置が、鳥類の飛行を阻害する。また、ハーフミラーガラスの建

物に鳥類が衝突する。 
・埋立や防波堤の設置が、潮流及び土砂運搬作用が変化させ、水生生物の繁殖

等を阻害する。 
・河川改修やダム建設が、魚類の遡上、降海等を阻害する。 

工事中及び

供用後の人

間活勤による

もの 

・工事中及び供用後の大気汚染物質が、陸生生物の繁殖等を阻害する。 
・工事中の濁水流出に伴う底質の悪化、供用後の水質汚濁が、水生生物の繁殖

等を阻害する。 
・工事中の衝撃音や供用後の騒音が、周辺の動物の繁殖等を阻害する。 
・道路等の新設や開発に伴う交通量の増加が、動物に走行車両の衝突によるケガ

や死をもたらす。 
・人の踏込みが容易になることにより、特定の植物や昆虫類等が採取され減少す

る。 

連続的、複合

的に作用する

ことによるもの 

・伐採、造成工事等によって移動能力の大きい動物が周辺に逃避することにより、

周辺の生態系が変化する。 
・餌となる植物・動物の減少に伴い、それらを摂取する動物が減少する。 
・都市に適応しやすい動物や耐汚染性の動物が増加し、現存種を駆逐することに

より、動物相が変化する。 
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次に、個々の要因とそれらの複合影響、さらに可能な場合には動物相や生態系の変化

も考慮したうえで貴重種等の生息地、繁殖地等との位置関係から生息の可能性、個体数

の変化等を推定する。 
動物相に関しては、これらを個体群、分類群単位の集団、生息環境単位の集団等とし

てとらえ、可能な限り科学的知見や類似事例を収集し、大気汚染、水質汚濁等の他の項

目や動物の直接的影響に関する予測結果、回復緑地における復元の可能性等を勘案した

うえで、開発事業の実施に伴う変化を明らかにするよう努める。 
ただし、貴重種等への間接的影響や生態系変化の予測については、これまで実証的な

研究が少なく、不確実な要素を多分に含んでいるので、安全側に配慮して行う。 
 

予測の前提条件の整理方法 
予測の前提条件となる土地利用計画、工事工程計画、供用計画、環境保全上の事前配

慮としての自然の保全または回復措置等を整理する。また、緑地保全方法、植栽実施方

法等についての事業者の方針を図表等を用いて具体的にとりまとめる。 
 

予測手法の整理 
予測手法は、予測の対象とした動物ごとに、予測対象区域については地図上に整理す

る。また、予測項目、予測対象時期、予測方法等については文章で整理する。 
 

予測結果の整理方法 
直接的影響に関する予測結果は、現況調査結果より作成した現存植生図や貴重種等分

布図に開発事業の土地利用計画等を重ね合わせた図面に整理する。 
また、貴重種等の減少数または生息地等の改変面積についても可能な限り表に整理す

る。 
一方、間接的影響に関する予測結果の整理にあたっては、まず、間接的影響を及ぼす

と考えられる要因と動物の変化を一覧表にとりまとめる。間接的影響の要因と動物の変

化のとりまとめ例を表 5-22 に示す。貴重種等の生息環境の保全の観点から、直接的影

響、間接的影響の有無または影響の程度について整理するとともに、直接改変を受けな

い区域や、周辺地域への影響について要約する。 
次に、それぞれの間接的影響が及ぶ範囲を現存植生図や貴重種等分布図の上に整理す

る。特に水象、水質の変化によって引き起こされる間接的影響については、変化が生じ

る水系を貴重種等分布図に重ね合わせることが有効である。 
これらの図表を用いて、直接的、間接的影響の内容、程度等を現況と比較しながら文

章でわかりやすく説明し、貴重種等の生息の持続可能性について述べる。 
また、動物相の変化についても文章でわかりやすく説明する。 
なお、予測の参考とした類似事例等の資料についても整理しておく。 
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表 5-22 間接的影響の要因と動物の変化のとりまとめ例（動物） 

間接的影響の要因 環 境 の 変 化  動 物 の 変 化 

工

事 

樹林の伐開 ・林縁部における日射・乾燥等微

気象の変化 
・林縁部土壌の乾燥化に伴うオサムシ類個体群等

の地表・地中の動物相の変化 

造成工事 ・夜間工事の照明による光環境の

変化 
・ホタル等の生息環境の変化 

・濁水の発生 ・事業実施区域周辺の渓流におけるヤマトクロスジ

ヘビトンボ個体群の減少 
・工事の衝撃音 ・事業実施区域周辺に生息するハチクマの繁殖行

動の阻害 

施

設 

盛土・切土道

路 
・生息地、行動域の分断 ・事業実施区域周辺に生息するイノシシ個体群の

行動域の変化、交通事故の発生 

側    溝 ・生息地、行動域の分断 ・事業実施区域周辺に生息するシマヘビやマイマ

イカブリ等の地表徘徊性勤物の落下、死亡 

高層建築物 ・日照、通風条件の変化 ・建設が予定されているビル壁面ガラスヘの鳥類

の衡突、落下、死亡 
ｺﾝｸﾘｰﾄ三面

張り 
・河川構造の変化 ・ゲンジボタル等の水生昆虫個体群の消滅、フナ

類等淡水魚類の個体群の行動域の変化 
人口緑地 ・緑彼の質的変化 ・ムクドリ、カラ類等の増加による鳥相の変化 

供

用 

航空機の 
離発着 

・飛行による空中の環境変化 ・渡りの阻害、バードストライクの発生 

人間の活動 ・周辺生態系の変化 ・ギフチョウ等の昆虫類の採取による減少あるいは

消滅 
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 環境保全措置 
基本的な考え方 
評価書案段階では環境保全措置の検討に先立ち、早期段階で検討した環境保全措置の考

え方や環境配慮の内容について、網羅的な整理が必要となる。環境保全措置の内容につい

ては、事後調査において効果の検証を行うことから、評価書案及び評価書に具体的に記載

する必要がある。 
 
環境保全措置の検討 
予測結果から得られた貴重種等及び注目すべき生息地の変化の状況に応じて、環境保

全措置を講じる必要性があると判断された場合には、保全措置の検討対象、検討目標、

検討手順・方針等を設定する。 
環境保全措置(回避・低減、代償措置)の検討を行うにあたっては、実施計画書で示し

た事業特性、動物に関する地域特性、予測結果等に基づき、これまでの環境保全措置の

検討経緯を踏まえて、保全措置の検討対象、検討目標、検討手順・方針等を設定する。 
環境保全措置を検討する必要があると判断された場合には、対象事業の調査地域内に

貴重種等及び生息環境の存在が確認された場合には、事業者は実行可能な範囲で環境影

響を回避・低減することを最優先とする。 
なお、回避、低減が困難な場合には、必要に応じて損なわれる価値を代償するための

措置を講じる。 
 

環境保全措置の検討対象 
保全措置の検討対象は、貴重種等及び注目すべき生息地や繁殖地、生息環境の条件等

とする。 
 

検討目標 
貴重種等及び注目すべき生息地や環境条件等について、影響の回避、低減または代償

措置を検討する上での目標を設定する。検討目標の設定にあたっては、調査及び予測結

果を活用し、可能な限り数値等による客観的な目標を設定する。 
検討目標になる項目は、貴重種等及び注目すべき生息地の分布状況や分布範囲、現存

量、生息密度、存在に係わる主要な環境要因等とする。 
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検討手順 
事業に伴う影響要因、影響の重大性、実行可能性、環境影響評価の実施時期等を勘案

し、環境保全措置の検討手順及び方針を明らかにする。なお、環境保全措置の検討の際

の基本的な考え方は以下に示すとおりである。 
 
① 環境保全措置を検討する必要があると判断された場合には、その影響を「回避」

し、また「低減」するための措置を優先して検討する。 
② 回避、低減措置による効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理

由により回避、低減措置の実行が不可能であると判断された場合に「代償」措置

を検討する。 
③ 代償措置を検討する際には、代償措置を実施する場とその周辺を含む環境の前提

条件、空間的・時間的な環境変化、管理体制等を十分に考慮する。 
④ 代償措置を事業実施区域外で行う場合は、その地域で定められた環境基本計画や

環境配慮指針等の上位計画を含む環境保全施策や、他の事業計画との整合を図る

必要がある。 
⑤ 事業の計画段階に対応して、想定された影響要因の区分から、「存在・供用」の

影響に対する環境保全措置と、「工事」の影響に対する環境保全措置の検討をそ

れぞれ区別しつつ、関連づけて行う必要がある。 
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 評 価 
回避・低減、代償に係る評価 
環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施により貴重種等及び注目すべき生

息地に係る環境影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避または低減され、また環境

の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 
また、建造物等の構造や配置、環境保全設備、工事の方法等に関する幅広い環境保全

措置を対象として、複数案を比較検討すること、あるいは実行可能なより良い技術が取

り入れられているかどうかについて検討すること等の方法により、対象事業の環境に与

える影響が回避、低減されているかどうか、またその程度はどれくらいであるかについ

て評価する。 
なお、評価の際は、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにし、整理する。 
複数案の比較の際は、実行可能性、技術的信頼性等を踏まえ、貴重種等及び群落の生

育地に係る適切な比較項目を設定し、必要に応じマトリックス評価表を作成すること等

により、優劣または順位付けができるよう可能な限り定量的な評価となるように工夫す

る。評価の着目点は、現存する貴重種等及び注目すべき生息地の消失を回避しているか

否かとする。 
複数案の比較を行わない場合は、その理由及び当該案により回避・低減が図られてい

ることを明らかにする。 
 

国、県または市が実施する環境保全に関する施策との整合性に係る評価 
事業者が計画する環境保全措置について、国、県または市が実施する環境保全に関す

る施策との整合性が図られているか否かについて評価する。 
 

評価結果の整理方法 
貴重種等の生息環境の保全に関する評価においては、それぞれの生息の持続または回

復の可能性についてできる限り定量的に説明する。 
環境保全措置を講じることとした場合には、予想される影響の内容、環境保全措置の

選定理由についてとりまとめ、無対策の場合と比較して影響の低減または回復の程度に

ついてできる限り定量的に説明する。 
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5.3 生態系 
 現況調査 
生態系に係る調査は植物・動物に係る現況調査結果を整理することを原則とし、必要に

応じて現地調査により把握する。 
 
調査項目 
調査項目は、植物・動物及びその他の自然環境に係る状況、生態系を特徴づける複数

の注目種・群集の生態、生育・生息環境の状況、並びに関連する植物・動物との関係等

とする。 
生態系に係る調査項目は、以下に示す項目とする。 

 生態系の概況 
生態系の概況は、植物及び動物の既存資料調査結果をもとに、以下の項目について整

理する。 
①植物・動物その他の自然環境に関する概況 
②大気・水環境、地形・地質、土壌等の基礎環境 
③広域的視点からの地域の生態系上の位置づけ 
④食物連鎖等、生物間の相互関係の状況等 
 

 種の多様性 
生態系を構成する生物種の種数及び密度 
 

 生態系を代表する生物種の状況 
①上位性、典型性、特殊性の視点から注目される複数の種・群集(以下、「注目種等」

という。)及びこれらの現存量または密度 
②注目種等の生態及び他の植物・動物との関連 
③注目種等の生育・生息環境等 
 

調査対象区域 
調査対象区域は、事業実施区域及びその周辺で事業の影響が及ぶと予想される範囲と

するが、具体的には、植物・動物の現地調査の範囲とする。 
 

調査時期及び回数 
現地調査は各種の特性が最も良く把握できる時期に実施することが望ましい。 

調査方法 
概況調査で抽出した複数の注目種・群集について、植物・動物の現地調査により得ら

れた結果を反映させながら適宜見直し、現地調査の対象となる複数の注目種・群集を再

検討し、上位性・典型性・特殊性の観点から整理・把握する。 
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① 上位性の観点から抽出した複数の注目種・群集の整理・把握 

上位性の観点から抽出する種としては、オオタカ、クマタカ、サシバ、ハヤブサ

等の猛禽類、イノシシ等の行動圏が広く採餌量の多い大型哺乳類が挙げられる。こ

れらの行動圏、エサ場・ねぐら等の利用環境の分布、繁殖状況についてできるだけ

定量的に調査を行う。 
 

② 典型性の観点から抽出した複数の注目種・群集の整理・把握 
典型性は、地域の生態系の状況の指標となるものであり、「地域に広く分布する」、

「個体数が多い」、「地域の他の種と比べて現存量が大きい」、「事業の影響を受

けやすい」点等が選定の基準となる。 
よって、原則として対象とする調査地域がどのような環境であっても、典型性の

観点からの注目種・群集が抽出されうる。これらについて生育・生息状況について

できるだけ定量的に調査を行う。 
 

③ 特殊性の観点から抽出した複数の注目種・群集の整理・把握 
特殊性は、岩壁、湧水、湿地、火山、砂丘等、それ自体ひとつの特殊な生態系を

形づくっており、周辺から比較的独立しているような場所においてみられる。 
したがって、該当する注目種・群集が成立している生育・生息基盤の広がり、状

況等についてできるだけ定量的に調査を行う。 
 

④ 指標種の生態、生育・生息環境等の把握 
生態系における指標種について、その生態、生育・生息環境を現地調査等により

確認し、整理・把握する。指標種としては、身近な種であるチョウやトンボ等が想

定されるが、調査対象地域の特性や、植物・動物調査結果等を踏まえて、生態系を

特徴づける種を抽出し、選定する。 
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調査結果の整理方法 
 生態系を構成する環境と構成要素 

調査地域の植物・動物、その他の自然環境に係る概況について、生態系を構成する環

境と構成要素を一覧表等に整理する。表 5-23 にとりまとめ例を示す。 
 

表 5-23 生態系を構成する環境と構成要素（例） 

区 分 概 況 

森林環境 

森林環境を利用している動物種の中で、タゴガエルは河川沿いや湿

潤な岩の間等の林床環境を利用し、ニホンザル、アカネズミ、テン、

ニホンイノシシ等の哺乳類は森林の地表近くから樹上の環境に依存し

ている。また、ハチクマ、アオバト、ホトトギス、エナガ、シジュウ

カラ等の鳥類は、おもに森林の上層を利用して生息している。 
森林環境内の昆虫類に関しては、林床を利用しているマヤサンオサ

ムシから、葉や幹等を主要な生息環境としているセミ類をはじめ、森

林空間も有効に利用しているスズメバチ類やチョウ類等で構成されて

いる。 
この環境内で確認されている種の中には、分解者として位置づけら

れるオオセンチコガネやセンチコガネが含まれている。 

草地環境 

草地環境を主要な生息環境にしている低次消費者としては、オンブ

バッタ、クルマバッタ、オオヨコバイ、カメムシ類、キチョウ、ヤマ

トシジミ等の昆虫類が存在している。また、草地環境内には、これら

の昆虫類を餌としているツバメ、ホオジロ、スズメ等の鳥類が生息し、

さらに小鳥類を餌とする高次消費者としてハヤブサが生息している。 

森林から草地 
への遷移環境 

森林から草地環境にかけては、オオタカ、ハイタカ、サシバのよう

に広域の環境を利用する種と、キジバト、ヒヨドリ、ハシブトガラス

等の市街地化している環境にも生息可能な種が含まれている。 

水域環境 

水域環境全体を利用している動物種として、流水域に生息している

底生動物や魚類と、止水域に生息しているカエル類等を餌としている

水域依存性の鳥類(カワウ、コサギ、アオサギ、カワセミ)が生息してい

る。 
 
 

 生態系の上位性・典型性・特殊性 
「4.3.2 調査結果の整理方法」（p.48,49）と同様とする。 
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 予 測 
予測の実施方法 
生態系に係る予測は、事業の実施が生態系に与える直接的影響及び間接的影響につい

て、植物・動物の生育地・生息地、生育環境・生息環境と重ね合わせること等により、

可能な限り定量的に把握することにより行う。 
また、事業の実施による影響が及ぶ地域を含めた生態系への波及効果を考慮し、類似

事例や既存の知見等を参考にして予測を行う。 
 
予測結果の整理方法 
事業の実施が環境要素や生態系に与える影響について、事業による影響との因果関係

がわかるようにフロー図等を作成・整理することにより把握する。一般的に考えられる

当該事業の影響のうち、影響が軽微であるもしくは影響がないとした影響要因または環

境要素については、その理由及び検討結果を表等に整理し、記述する。 
また、影響要因が環境要素に及ぼす影響や環境要素の変化が生態系に及ぼす影響につ

いて、マトリックス等を作成することにより把握する。 
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 環境保全措置 
基本的な考え方 
評価書案段階では環境保全措置の検討に先立ち、早期段階で検討した環境保全措置の考

え方や環境配慮の内容について、網羅的な整理が必要となる。環境保全措置の内容につい

ては、事後調査において効果の検証を行うことから、評価書案及び評価書に具体的に記載

する必要がある 
 
環境保全措置の検討 
予測結果から得られた生態系の指標となる植物・動物の生育地・生息地、生育環境・

生息環境等の変化状況に応じて、環境保全措置(回避・低減、代償措置)を講じる必要性

があると判断された場合には、実施計画書で示した事業特性、植物、動物及び生態系に

関する地域特性、予測結果等に基づき、これまでの環境保全措置の検討経緯を踏まえて、

保全措置の検討対象、検討目標、検討手順・方針等を設定する。 
環境保全措置の内容としては、生態系の指標となる植物・動物の生育地・生息地、生

育環境・生息環境等について、実行可能な範囲で環境影響を回避・低減することを最優

先し、それが困難な場合には、必要に応じて損なわれる価値を代償するための措置を講

じる。 
 

環境保全措置の検討対象 
保全措置の検討対象は、貴重種等及び群落並びにその生育・生息地及び環境条件等と

する。 
 

検討目標 
貴重種等及び群落並びにその生育・生息地及び環境条件等について、影響の回避、低

減または代償措置を検討する上での目標を設定する。 
検討目標の設定に当たっては、調査及び予測結果を活用し、可能な限り数値等による

客観的な目標を設定することが望ましい。検討目標になる項目は、貴重種等及び貴重な

植物群落の分布範囲、現存量、生育密度、注目すべき生息地、貴重種等の存在に係わる

主要な環境要因等とする。 
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検討手順 
事業に伴う影響要因、影響の重大性、実行可能性、環境影響評価の実施時期等を勘案

し、環境保全措置の検討手順及び方針を明らかにする。なお、環境保全措置の検討の際

の基本的な考え方は以下に示すとおりである。 
 
① 環境保全措置を検討する必要があると判断した場合には、その影響を「回避」し、

また「低減」するための措置を優先して検討する。 
② 回避、低減措置による効果が十分でないと判断された場合、もしくはやむを得な

い理由により回避、低減措置の実行が不可能であると判断された場合に「代償」

措置を検討する。 
③ 代償措置を検討する際には、代償措置を実施する場とその周辺を含む環境の前提

条件、空間的・時間的な環境変化、管理体制等を十分に考慮する。 
④ 代償措置を事業実施区域外で行う場合は、その地域で定められた環境基本計画や

環境配慮指針等の上位計画を含む環境保全施策や、他の事業計画との整合を図る

必要がある。 
⑤ 事業の計画段階に対応して、想定された影響要因の区分から、「存在・供用」の

影響に対する環境保全措置と、「工事」の影響に対する環境保全措置の検討をそ

れぞれ区別しつつ、関連づけて行う必要がある。 
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 評 価 
回避・低減、代償に係る評価 
環境保全措置の検討結果を踏まえ、対象事業の実施による環境影響が、実行可能な範

囲内でできる限り回避または低減され、また環境の保全についての配慮が適正になされ

ているかどうかを評価する。 
また、建造物等の構造や配置、環境保全設備、工事の方法等に関する幅広い環境保全

措置を対象として、複数案を比較検討すること、あるいは実行可能なより良い技術が取

り入れられているかどうかについて検討すること等の方法により、対象事業の環境に与

える影響が回避、低減されているかどうか、またその程度はどれくらいであるかについ

て評価する。 
なお、評価の際は、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにし、整理する。 
複数案の比較の際は、実行可能性、技術的信頼性等を踏まえ、適切な比較項目を設定

し、また必要に応じマトリックス評価表を作成すること等により、優劣または順位付け

ができるよう可能な限り定量的な評価となるように工夫する。評価の着目点は、現存す

る貴重種等及び群落の生育地並びに貴重種等及び生息地の消失を回避しているかどう

かとする。 
複数案の比較を行わない場合は、その理由及び当該案により回避・低減が図られてい

ることを明らかにする。 
 
国、県または市が実施する環境保全に関する施策との整合性に係る評価 
事業者が計画する環境保全措置について、国、県または市が実施する環境保全に関す

る施策との整合性が図られているかどうかについて評価する。 
 

評価結果の整理方法 
生態系に関する評価においては、できる限り定量的に説明し、環境保全措置を講じる

こととした場合には、予想される影響の内容、環境保全措置の選定理由についてとりま

とめ、無対策の場合と比較して影響の低減または回復の程度についてできる限り定量的

に説明する。 
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6．事後調査 

6.1 目 的 
環境影響評価は、事業者があらかじめ環境への影響を予測・評価し、適切な環境保全措

置を実施する仕組みである。しかし、予測の結果には不確実性があること、環境保全措置

の効果がはっきりしない場合もあることから、事後調査において予測方法の妥当性並びに

予測及び評価の結果を検証するとともに、評価書に記載している環境保全措置の履行状況

等を確認し、必要に応じて環境保全措置の追加・変更等の実施可否についての判断情報を

得ることが必要となる。 
 
 

6.2 検討方針 
環境変化に対する生物の反応は、ある程度の時間が経過した後に現われることが多いこ

とから、環境保全措置を講じた貴重種等がある場合には、影響の程度を把握するため、工

事中及び供用後の適切な時期に調査を行う必要がある。調査の方法は、原則として現地調

査の方法と同様とし、植生の経年的な変化についても併せて把握しておく。 
なお、工事中及び供用後の調査を行うこととした場合には、事業者の基本的な考え方を

環境保全措置と併せて評価書案に記述する。 
 
 

6.3 事後調査の内容 
    事後調査を実施するにあたっては、具体的な工事計画を踏まえ、予め事後調査計画書を

作成し、環境局環境保全部環境都市課に提出する必要がある。 
 

 事後調査の項目 
環境調査 
環境調査の項目は、原則として評価書の予測・評価の項目と同一とする。 
ただし、評価書の予測・評価の項目のうち、事後調査の項目として選定しないものが

あれば、その理由を記載する。 
 
施設調査 
施設調査については、工事中、存在・供用時の各段階において、環境調査を行う環境

要素に関連する施設等の稼働状況、環境保全措置の実施状況、予測の前提条件として設

定した内容と関連のある事項等を把握する。 
なお、環境影響評価の段階で設定した前提条件が大きく変わるような場合には、その

理由及び環境影響の変化の程度等の資料を基に、事前に環境局環境保全部環境都市課と

協議を行うものとする。 
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 事後調査の対象地域 
事後調査の対象地域は、評価書における対象事業及び関連行為が環境に及ぼす影響を考

慮して予測地域と同様とする。ただし、予測の不確実性や周辺の土地利用状況の変化等に

より、予測地域以外の地域における環境影響が懸念される場合には、調査地域を拡大する

こと等により適切に影響を把握できるようにする必要がある。 
 
 
 事後調査の期間・頻度 
工事中の事後調査は、原則として工事の影響が最大となる時期に実施するが、実際の工

事にあたっては、工事工程の変更や住居地等に近接して実施される場合があることから、

工事期間が長期にわたる場合には、建設機械の配置や周辺環境に与える影響を考慮し、各

年度の工事最盛期の環境影響を把握する等必要に応じて定期的な調査を行うものとする。 
供用時の事後調査は、原則として環境影響評価において予測・評価を行った時期とする

必要があることから、施設が全面稼働する時期や発生負荷量等の環境影響の程度が定常状

態または最大になる時期に行うものとする。 
ただし、供用開始から予測・評価の対象時期までに長期間を要する場合は、施設が全面

稼働する時期や発生負荷量等の環境影響の程度が定常状態になる時期の到来まで事後調

査を実施する等、継続的な調査体制を検討する必要がある。 
また、移植を行った場合は、上記に関わらず、移植した貴重種等の生育・生息状況を適

切に把握できる時期に実施する。 
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 新たに貴重種等が確認された場合の対応 
事後調査における環境調査は、評価書で行った予測・評価の項目とすることを原則とす

るが、事後調査時において、評価書では確認されていない新たな貴重種等の生育・生息が

確認されることも想定される。 
その場合には、有識者等にヒアリング等を行い、対策方針について意見を聴取するとと

もに、新たな環境保全措置を検討する。また、事後調査計画の内容については、新たな貴

重種等への対応を含めて見直すものとする。 
なお、環境保全措置の検討にあたっては、新たに確認された貴重種等及びその生育・生

息環境への影響を回避することを優先し、次に低減することを検討する。回避・低減が困

難あるいは不可能な場合には、損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等の

代償措置の検討を行うこととする。 
 
 

6.4 その他 
 事後調査段階における変更 
事後調査段階における変更としては、以下の 2 つのパターンが想定される。 
 

パターン①：事業計画の変更 
パターン②：事後調査計画の変更（事業計画の変更なし） 

 
パターン①：事業計画の変更 
事後調査計画策定後に事業計画を変更しようとする場合には、まず、環境局環境保全

部環境都市課への相談が必要となる。事業計画の変更内容等について確認したのち、事

業計画に係る変更届の提出及び審査を行うこととなる。 
事業計画の変更の内容としては、位置や規模、施設の諸元を変更する場合と、工事着

手や供用開始等の時期を変更する場合があることに注意が必要である。 
事業計画を変更する場合には、貴重種及びその生育・生息環境への影響の程度に応じ

て事後調査計画を修正し、事後調査を実施する。事業計画変更を許容するか否かの判断

にあたっては、事業計画変更に伴う影響の増減の程度について数値等により整理・把握

したうえで有識者等に意見を聴取する等して検討する。 
 

  



6．事後調査 

 6.4 その他 

109 

 

 
パターン②：事後調査計画の変更(事業計画の変更なし) 
事後調査計画策定後において、事業計画は変更しないが、周辺環境に大きな変化が生じ

た等の理由により事後調査計画を変更しようとする場合には、まず、環境局環境保全部環

境都市課への相談が必要となる。 
また、事後調査計画の変更にあたっては、事後調査計画が変更となった原因による影響

の増減の程度について、数値等により整理・把握したうえで、有識者等に意見を聴取する

等して検討する。 
 
 
 貴重種等の管理計画 
工事が長期にわたる場合や、段階的に整備する場合等には、その間にも植生の遷移等に

より貴重種及びその生育環境・生息環境が消滅するおそれがあるため、事後調査計画書の

作成にあたっては、工事着手から供用に至るまでの期間について、貴重種及びその生育環

境・生息環境を対象とした管理計画を検討し、記載する。 
また、環境保全措置の効果には不確実性を伴うことから、事後調査において環境保全措

置の効果について可能な限り定量的に把握するための計画も併せて記載する。 
 


